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小泉内閣は大胆な構造改革を行なうということで発足し、それに対する国

民の期待感は大きかった。当初の支持率が80%を超えるという状況がこの期

待感を如実に物語っている。

当然のことながら、大きなインパクトをもっ構造改革は大規模な制度改変

をともない、その実現には時聞がかかる。かなりの数の構造改革が進みつつ

あるが、決着には時聞がかかるし、それらの多くは小泉内閣以前から検討さ

れてきたものでもある。これらの構造改革が良い方向で実現できれば、日本

経済の再生は軌道に乗ってくるであろう。

住宅・土地関係の構造改革では、不動産金融・住宅金融が最大のターゲッ

トである。不動産金融一般については、不動産証券化の制度が整備されつつ

あり、日本版REITがすでに上場されている。不動産証券化の進展は土地担

保融資が主体であった日本の金融システムに大変革をもたらす可能性がある。

住宅金融においては、特殊法人改革の一貫として住宅金融公庫を廃止し、

その代わりに住宅ローン証券化市場を育成する方向が打ち出されている。こ

れについても、有効に機能する住宅ローン市場が形成できるかどうかは今後

の課題である。

不動産・住宅分野における金融システムの構造改革においては、市場制度

設計を行なう主体と実際の市場参加者の双方が十分な専門的能力を持つこと

が欠かせない。高度専門教育の一翼を担うはずの大学人にとっても大きな課

題を投げかけている。
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特別論文

ホームレスの人々への居住支援

中島明子

はじめに：本研究の視座

東京、大阪のみならず、全国各地に家のない

人々が増え、日常誰もが目にするようになった。

政府が2001年9月末に取りまとめた路上生活者

の概数調査結果では 2万4090人で、昨年より

3600人増えている。その背後には生活保護世帯

の増加があり、青年を含めた失業や不安定・短

期雇用の増大といった膨大な「ホームレス」予

備軍が控えている。これらの人々は、家族・友

人の人的ネットワーク、福祉サービスや支援の

ネットワークからはずれるや否や、針の一突き

で公共空間へと押し出され、貧困の姿を晒す危

険をもっている。

路上生活者の増加は、 1980年代以降、新自由

主義政策を導入した先進諸国共通の問題である。

日本でもホームレス問題はもはや社会的に無視

できない状況になったことを反映し、居住支援

にかかわるさまざまな試みが行なわれるように

なってきた。社会不安を表象する危機管理の意

味もあるだろう。現在、ホームレス自立支援法

案が国会に上程されているが、抜本的解決を諮

るうえでは、支援および防止策としての居住保

障の問題は避けては通れない。

「家のない人々jの問題は複雑であり、福祉、

保健医療、住居、雇用、教育などの包括的内容

をもっている。この分野については、従来福祉

学における貧困問題、都市社会学における都市

不平等論など、多分野からの蓄積がなされてき

た。本稿は、従来日本において欠落してきた居
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住保障の側面からその可能性について検討する

構想的研究の端緒を紹介するものである。前提

条件を整理したうえで、居住保障にかかわる課

題について、東京を中心に提起する。

1 「ホームレスの人々」、そして「支援

に値する人々」

最初に、ここで取り上げる「ホームレスの

人々」あるいは「路上生活者」とはどういう

人々かについて整理しておく。

近年、「家のない人々Jを「ホームレス」と

いう。「ホームレス」とは「公園、道路、河川

敷、駅舎等、公共の空間で、テント小屋を建て

たり、段ボールを敷いて寝泊まりするなどして

日常生活を送っている人々」（東京都福祉局

2001、16頁）の総称とされ、従来よりも幾分か

は人権が配慮されるようになったことの反映と

みられるが、 2点について注意が必要である。

ひとつは、「ホームレス」が単に「屋根がな

い状態で暮らしている人々」を指すならば、不

定住・漂泊の文化をもっ人々や自由意志による

人々も含まれる。しかし、ここでは一般的な

「家のない人々」を対象にするのではなし〉。岩

田正美は「不定住的貧困状態にある」人々と定

義し、「あくまで“貧困”のー形態であり、し

かも“不定住”という“異質な”側面を付加す

るほどに極まった“貧困”＝極貧」（岩田1995)

状態にある人々を対象にしているが、本稿でも

同様である。また、「ホームレスJは単純な表

現ではあるが、「一般の人々jと差別化された



概念で、怠惰で不潔な人々といった人間像や

「不定住文化jをもっ固有の人々としてラベリ

ングされている。しかし、ここでは権利主体で

ある「家のない状態」にある人々を指す。

2つには、欧米で「ホームレスの人々： the

homeless, homeless personJと日本の「ホー

ムレスjとは概念が違うことである。日本にお

ける「ホームレス」は、「路上生活者Jあるい

は「野宿生活者jを指しているが、欧米では国

により定義は異なるものの、緊急一時施設や簡

易宿泊所（ホステル等）などに居住している

人々や、家を失うおそれのある人々をも含んで

いる（中島2001)。1987年の国連国際居住年で

の定義はさらに広く、「人間らしい住居に住ん

でいない状態戸、すなわち屋根があっても貧

困居住にある人々をも homelessとしている。

家のない状態の人々は street people, rough 

sleeper, shelterless, houselessと使い分ける。

こうした定義は、家のない状態の人々の人数の

推定と施策に関係してくる。一般にどの国でも

行政は数（行政需要）を小さくしようとし、支

援組織は多く見積もろうとする。政策としては、

家のない人々に限定するのか、貧困居住と連続

させて組み立てるかで異なってくる。日本で

表l 全国のホームレスの人々の概数調査結果

なかじま・あきこ

1946年長野県生まれ。 1976年京

都大学大学院工学研究科博士課

程修了。博士（工学）。目白学

園女子短期大学教授を経て、現

在、和洋女子大学家政学部生活
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著書：「目白文化村』（編著、

日本経済評論社）ほか。

「ホームレスj とすることで認識のズレが生じ、

路上生活問題も、貧困居住問題も暖昧になる。

筆者はこの点から「ホームレスの人々」と「路

上生活者」2）とは区別して使ってきた。

こうした「ホームレス」の定義に加えて、公

的支援を行なう段階では、納税者が納得する

「支援に値する人j とそうでない人のふるい分

けが行なわれる。稼働年齢層は排除されやすく、

怠惰やギャンブ、／レといった本人の属性や問題に

起因するか失業などの社会的要因か、そして

「自立jの意志の有無が問われる。その線の引

き方は、政治的、財政的、制度的、社会的通念

や支援状況により決まる。

2ホームレスの人々への支援の新たな

状況：日本型非営利組織の成立

2001年 9月末1) 1999年10月末2) 1999年 3月末3)

全国的に路上生活者が増加している

と述べたが、新たに調査した自治体が

加わったことによる増加分も含まれて

いる。注目すべきことは、継続して調

査している自治体の大半が増加してい

るなかで、東京23区および横浜市は路

上生活者が減少している点である（表

1 ）。これには、 2つの要因が考えら

れる。

五大都市計 17' 081人 17,174人 14,903人

東京23区 5,600人 5,800人 4,300人

横浜市 602人 794人 439人

川崎市 901人 901人 746人

名古屋市 1,318人 1,019人 758人
大阪市＇） 8,660人 8,660人 8,660人

その他政令指定 1,900人 1,452人 956人

都市計 ( 8市） ( 8市） ( 8市）

中核市および 1,684人 706人 388人

県庁所在地の市 (38市） (24市） (23市）

その他の市町村 3,425人 1, 119人

(347市町村） (73市町）

d口b、 計 24,090人 20' 451人 16,247人

(420市区町村） (132市区町） (58市区町）

出所）厚生労働省社会・援護局地域福祉課「全国のホームレスの状況について（概

数調査結果）」 2001年12月、 2000年3月より作成。

注 I）大阪市を除き、 2000年12月～2001年8月までの聞に各自治体で実施された

調査結果。

2）大阪市を除き、 1999年5～11月に実施された調査結果。

3）北九州市は1997年3月、その他は1998年5月～1999年3月に実施された調

査結果。

4）大阪市は1998年8月の調査結果しな提出していなし」

ひとつは都市生活研究会が実施した

「平成11年度路上生活者実態調査J3lに

示されているように、路上生活者の拠

点の「多極化Jすなわち分散化がある。

東京都東村山市で起こった少年による

ホームレス襲撃事件に象徴されるよう

に、東京においては寄せ場であった山

ホームレスの人々 への居住支援 3 
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施設 設置時期 設置箇所 定員 全体計画

平成13年度 大田寮 300人
緊急一時保

平成14～15年度
五十 5ヵ所

護センター 千代田区、荒川区、 各100人 700人程度
板橋区、江戸川区 規模

平成12年度 台東寮 104人

新宿寮 52人

自立支援セ
平成13年度 豊島寮 80人

計 5ヵ所
ンター

墨田寮 110人
400人程度

平成14年度以降 渋谷区（予定） 未定

出所）城北福祉センタ一、平成13年度第2団地域交流会配布資料。

谷や新宿地域、公共空間や設備を利用できる都

心区に集中していたが、今日では全地域に拡散

してきている。都市の多様なサービス業従事者

や、都市勤労者や自営業者の「ホームレス化j

も関係している。

しかし、より以上に大きな要因としては、東

京都の自立支援事業、さらに民間などによる宿

泊所経営の効果が非常に大きくなっていると推

定される。

パフゃル経済の陰りが見えた1990年代の前半か

ら路上生活者が増え続け、これに対して、従来

の保護行政や法外援護等による緊急施策では対

応できないとして、国および東京都は「自立支

援」を掲げペ東京都の自立支援センター台東

寮、新宿寮が2000年11月に開設された。わずか

であるが、そこに入所した利用者が路上生活者

の減少に寄与していると考えられる（表 2）。

他方、路上生活者への支援を行なってきた民

間ボランタリー組織や民間諸国体が、 1990年代

後半から社会福祉事業法に基づく第2種社会福

祉事業としての宿泊所を経営しはじめ、これが

急激に増加した。これらは路上生活者に居所を

提供することで生活保護を受給しへその住宅

給付分で経営を行なうことを基本にしている。

10年前の段階では28カ所であったが、 2002年に

は108カ所、定員4118人と急増している。規模

は定員50名以下のところが8割を占めており、

比較的小規模な施設が多く、また「特定非営利

活動促進法J(1998年 3月）により法人格を取

得している組織が経営しているのは71カ所、全

体の 7割近くを占めている。これらが東京都の
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ている。

3居住支援の可能性

福祉施策の限界

現在路上生活者への支援としては、自治体の

福祉行政が主要な窓口となっている。問題発見

には公園課や河川課などもかかわるが、支援は

福祉部局である。横断的、戦略的政策は都道府

県があたり、実施は基礎自治体が行なう。

道義的援護としての食事券や乾パンの提供、

就職などのための交通費支給といった法外援護

があるが、中心は生活保護である。本来生活に

困窮した状態であれば、不定住であっても生活

保護法第2条「保護請求権無差別平等原則jに

より、困窮の原因如何にかかわらず保護を受け

られ、路上生活者も援護できる。しかし、 1981

年の「厚生省123号課長通達jによる生活保護

受給の「適正化jによりきびしい対応がはから

れ、高齢・疾病等の理由であれば保護されるが、

稼働年齢層の保護適用は困難になっている。

こうした生活保護運用上の限界とともに、社

会的生活に復帰する段階での良質な低家賃住宅

の圧倒的不足の問題がある。福祉行政では既存

住宅を活用して居所の確保につなげるしかなく、

自立につながらない宿泊所であっても、劣悪な

状態の賃貸住宅でも、そこを居宅保護の場とし

なければならないケースが多いのだ。また、民

間賃貸住宅入居時の保証人問題もある。これら

は住宅制度の問題である。ここに福祉行政の限

界があり、住宅政策との連携が必要なのである。

住宅政策の限界

路上生活者対策にあたっては、常に「住宅政



策との連携」が掲げられるが、現状の日本の住

宅政策では限界がある。

第 1に、日本の住宅政策は基本的に路上生活

者を対象にしてこなかったことである。戦後日

本の住宅政策では、厚生行政から建設行政に移

ることにより、生活困窮者は福祉政策で、住宅

困窮者は住宅政策でというすみ分けが行なわれ、

東京都などでは都営住宅への特別枠が行なわれ

てきたが、需要を満たす量ではない。 1960年代

に東京都は簡易宿泊所を実質的居住の場とみな

し、居宅保護を認めるようになったが、簡易宿

泊所は住宅政策上「非住宅」であり対象外であ

る。この点が欧米先進諸国と基本的に異なる。

第 2の理由は、 1990年代後半からの住宅政策

の市場化のなかで、さらに低所得者の居住困難

が生じてきていることである。パフ、ル経済期以

降、とりわけ1995年の住宅宅地審議会答申を契

機として、日本では本格的な新市場主義的住宅

政策への転換が行なわれた。住宅の自己責任が

強調され、戦後に成立した公共住宅政策の実質

的解体が進み、供給戸数の想定は顕在化した需

要を根拠としているために量的に少ない。した

がって、生活困窮はもちろん、住宅困窮に陥っ

た場合でも、審議会答申で示されたセイフテイ

ネットとしての公営住宅の機能は果たしえない

のである。

以上の理由に加え、パブりレ期に低家賃住宅が

減少したこと、また1990年代後半の自治体財政

危機により、住み替え家賃補助制度等が後退し、

居住不安を拡大していることもあげておこう。

ところで、こうした日本の住宅政策の基本的

枠組みと方向に対して、東京都が初めて住宅政

策において「ホームレス」対策を取り上げた。

2001年6月に発表した住宅政策審議会答申「21

世紀の豊かでいきいきとした東京居住を実現す

るための住宅政策の展開についてーーイ主宅政策

のビッグパン」は、国の答申を受けて本格的市

場主義的転換を行なう性格の答申である。この

中の 2カ所に、「ホームレス対策における福祉

施策等との連携・協力の体制づくり」が盛り込

まれた。この答申に基づき策定された『2001

2015住宅マスタープラン』（2002年 2月）にも

引き継がれ、より具体的に「ホームレスに対し

て、福祉施策等と連携し、宿泊所等の福祉施設

で自立を図った後、都営住宅の特定目的住宅制

度により居住を支援します」とある（61頁）。

これは、 2001年3月に東京都福祉局が発表した

「自立への新たなシステムの構築」と連動した

もので、都営住宅の特別割当の枠の拡大や、グ

ループ入居（空家入居などを活用し、生活支

援・就労支援を行なうグ、ループホームへの入

居）の導入が想定されている。

一方で市場主義的住宅政策を推進し、公的住

宅政策を縮小しておいて、他方でホームレス対

策を掲げていることは、マッチポンプの観もあ

り、また都営住宅の奪い合いにもつながるが、

住宅政策として取り上げた点、そしてこれが国

および他の自治体にどのような影響を及ぼすか

も注目されるところである。

居住保障政策の3つの課題：中間居住施設、ア

フオーダブル住宅および地域再生

現状の住宅政策では限界があると指摘したが、

路上生活者問題を考えるうえで、屋根の確保は

解決の前提である。しかし、単に屋根を確保す

ればよいのではなく、雇用、福祉、保健医療、

都市計画などとの連携が必要である。その意味

では、住宅政策というより「居住保障政策jと

して展開するのがよい。路上生活者問題を考慮

した居住政策の課題を 3つに絞って取り上げる。

(a）多様な中間居住施設（準住宅）

一般に、生活保護による路上生活者の「自

立」は、生活・健康・就労援助を行なう更生施

設を経て一般住宅に至る。しかし東京都と横浜

市では、日雇い労働者を対象とした簡易宿泊所

を居所と認めており、更生施設を経ずに簡易宿

泊所に住む人々もいる。山谷地域では簡易宿泊

所居住者約5400人中、 4割以上が生活保護受給

者である（2000年12月末）。また、非営利組織

などによる多様な宿泊所にも、生活保護受給者

ホームレスの人々への居住支援 5 



や年金生活者などが3000人以上暮らしている。

これらの一般住宅と路上とのあいだにある中

間居住施設である簡易宿泊所や宿泊所、また東

京、大阪などに開設されている緊急一時保護セ

ンタ一等は、都市最底辺の人々やそこに転落す

るおそれのある人々、公営住宅から排除されて

いる人々にとって、第 1に最後にたどり着く屋

根 (lastresort）として、第2に一般住宅に移

るためのステップハウス（stephouse）として、

第 3に終の棲家（parmanenthouse）としての

機能をもっている。とくに生活・就労支援を行

なう非営利組織の宿泊所は、グループホームに

近い形態をとり、個々の人々の「自立」の課題

に応じた支援が行なわれ、更生施設を越える役

割と実績を蓄積しつつある。

しかし、これらを居住の場と考えるとあまり

にも居住水準は低い。これらが実態として居住

の場であることを確認し、準住宅として定義し、

構造、安全、衛生、専有空間および共同空間や

設備などのハード面の改善を行ない、そのため

の公的支援を行なう。つまり住宅政策の枠組み

の拡大である。これらをケア付住宅やグループ

ホームに改装し、住宅政策に乗せることも考え

られる。大阪釜ケ崎の簡易宿泊所経営者のサポ

ートハウス試みはその先行事例である九

(b川正所得者向けアブオーダブル住宅の供給

路上生活者が居所を確保する段階で、また生

活困窮者が路上に押し出されるのをくい止める

ためにも、低所得者向けのアブオーダブル住宅

の供給が必要である。市場では劣悪な住宅しか

提供されず、公共住宅の入居はさらに制限され

ている状況で、居住の確保をするためには新た

に2つの課題が考えられる。

ひとつは、欧米にみられる非営利組織による

低家賃住宅の供給である。ただし、土地の確保

や建物建設費等、資本支出にかかわる部分への

公的支援は不可欠である。これらを公的施策住

宅とみなす論理の組立てが必要となる。

2つは民間住宅居住者への家賃補助である。

公営住宅入居資格者（世帯）は当然として、生

6 季刊住宅土地経済 2002年夏季号

活保護基準の人（世帯）も対象とする。住居費

を支援すれば自立した生活が可能な人には、住

宅給付の単独給付または家賃補助を行なう。家

賃補助は①地域資源を活用し、②制度次第で居

住水準向上させることができ、③居住選択の幅

が広がり、④生活困窮者が地域的に集中するこ

とを避けることができる。すでに大阪市や東京

都特別区で経験が蓄積されており、これらを参

考にして国の制度として住宅政策に盛り込む。

(c）地域再生を行なうなかでの路上生活者の居

住保障を行なう課題7)

3つめの課題は、地域再生と結合し、低所得

者用アフオーダブやル住宅や準住宅を供給して、

路上生活者の居住支援を行なうことである。可

能性としては東京、大阪、横浜などの寄せ場地

域が考えられる。寄せ場は歴史的に日雇い労働

者の就労斡旋の場であり、日雇い労働に対応し

て柔軟に居住できる簡易宿泊所が多数供給され

てきた。しかし、 1990年代以降の不況は日雇い

労働者を直撃し、寄せ場は路上生活者を抱える

地域に変貌した。地域経済は衰退し、バブル期

にビジネスホテルなどへの建て替えを行なった

宿泊所には空室が目立つ。しかし、こうした地

域には多様な支援組織が集中し、食事サービス、

安否確認、健康相談、アルコール対策や文化活

動などを行なっている。ヘルパーやリサイクル

などの地域住民の要求に合わせた地域ビジネス

の創出や、地域通貨も試みられている。

したがって寄せ場地域では、簡易宿泊所を地

域再生資源の核として、一部をグループホーム

に改装・改築したり、地域に聞かれた共同リビ

ングや仕事場に改装することにより、多様な支

援ネットワークと連携して支援を行なうことが

可能なのである。簡易宿泊所の経営活性化をは

かる選択肢のひとつにもなろうへまた、路上

から住居を確保した人々の中には、就労自立に

至る人もいるだろうし、地域住民として暮らす

ことにより地域経済を活性化させることになる。

問題は地域に働き暮らす人々がこうした方向

を選択するかどうかであり、この構想は始まっ



たばかりである。自治体としても、生活保護費

4分の 1の自治体負担（国4分の 3）を重荷と

考えるか否か、冷静に判断する必要があるだろ

う。このように、既存資源を利用して路上生活

者の居住支援を行ない、人的支援を行なう条件

が整えば、どの地域でも実施可能である。

おわりに：路上からの早期の回復

本稿は、ホームレス問題に対する居住支援か

らのアプローチであった。住宅政策あるいは居

住政策の方向については、いまだにラフスケッ

チの段階である。

また、財政については重要なポイントであり

ながらまったく触れていない。現在、路上生活

者に関連する福祉関連予算は相当額が投下され

てきている。これらが、個々の家のない人々の

自立課題に沿って効果的に配分されているかど

うかは、納税者にとって関心のあるところであ

る。もしそれが順当に使われ、ひとたび極限的

貧困に陥っても、再度生活再建に挑戦できる道

を確保していることがわかれば、納税者は納得

するだろう。反面、緊急対策に終始するならば、

根本的な問題が解決されず、膨大な対策費が浪

費されることになる。そして、路上生活が長期

になるほど、心身ともに疲弊し、就労自立と生

活自立への意欲を喪失し、窮乏は極まり、人間

的尊厳を失い、回復のコストは高くつく。一刻

も早い路上からの脱出が必要なのである。また、

路上への転落防止を行なうほうが安くつくかも

しれない。

限られたパイのなかでも居住支援の可能性は

あるだろうし、全体の財政的枠組みを変えるこ

とも検討すべきである。その論理的枠組みの検

討については経済学者に期待したい。

注

1）日本住宅会議（1987）は、そうした広義の「ホー

ムレス」概念で編集されている。

2）「路上生活者」という言い方は必ずしも正確ではな

いが、関東地域では慣習的に使用しており、本稿で

もこれを使う。関西などでは「野宿生活者Jを使用

することが多い。

3）「平成11年度路上生活者実態調査」（代表 日本女

子大学教授岩田正美）は、東京のホームレス支援団

体・個人を組織し、冬期臨時宿泊施設利用者および

路上生活者へのインタビュー調査を2000年3月に実

施したもので、 1028人の回答を得た。この概要は、

東京都福祉局（2001）に掲載されている。

4）国は1999年に関連省庁による「ホームレス連絡会

議j、続いて厚生省に「ホームレスの自立支援の方策

に関する研究会」を設置し、自立支援型施策を掲げ

た。これに先立ち、東京都は1996年に「路上生活者

問題に関する都区検討会jを開催し、自立支援セン

ターの設置を主要業務に位置づけ、 2000年秋から設

置を開始し、 2002年3月現在、 4施設が開設されて

いる。あわせて2001年3月に「ホームレスの自立支

援システム」として、第 1ステップ：緊急一時施設、

第 2ステップ：自立支援プログラム、第 3ステッ

プ：生活指導、就労指導を行なうク守ループホームを

想定した地域生活のサポート、社会生活への復帰と

いうプログラムを発表。現在、緊急一時施設が開設

され、グ、ループホームの計画が行なわれている。

5）そのほかに現在地保護の形で、居所がない人々、

退院後に帰る家のない人や、他の福祉事務所から依

頼されて生活保護を受給して入居する場合もある。

6）大阪市は、政令指定都市として直接路上生活者に

対応するが、東京都や横浜市と異なり、簡易宿泊所

を居所として生活保護をかける居宅保護を認めない

ため、簡易宿泊所経営者は、賃貸アパートに転換し、

浴室などの整備やバリアフリー化、相談や支援を行

なえる24時間管理とし、高齢、疾病などの生活保護

受給者を受け入れ、これを当初「福祉マンションj

と称した。その後、アパートに転換するだけで類似

の名称を使うところが増えたため、これらと区別す

るために「サポートハウス」としている (1999年以

降 7棟）。

7) 中島・阪東・大崎・義平（2002）として、 2002年

8月に報告予定。

8）簡易宿泊所の中には、外国人向けの低宿泊料金の

ホテルとして成功しているところもある。
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工ディトリアルノート

中神康博論文（「都市住宅市場 ムを考える際に重要になるのが、 ⑨ 

と固定資産税の経済効果J）は、 持ち家世帯の存在である。借家世 借地借家法についての理論的な

持ち家世帯と借家世帯が共存する 帯は自由に地域聞を移動できるの 分析や実証研究が次第に蓄積され

コミュニティーを想定した場合に、 で、現在のコミュニティーの政策 てきている。岩田真一郎論文

固定資産税が地代や家賃にどのよ 的な決定についてはまったく興味 （「借地借家法の正当事由条項が借

うな影響を及ぽすかという点を分 を持ち得ない。それに対して、地 家人の付け値家賃に与える影響J)

析するとともに、地方公共サービ 域に固定的な主体である持ち家世 は、借地借家法の正当事由条項が

スの水準がどのようなメカニズム 帯は、この政治的なプロセスに強 市場家賃関数を上昇させる結果、

によって決定され、コミュニティ い関心を持っている。彼らが地方 契約更新を望まない借家人だけで

ーにいかなる影響を及ぽすかにつ 公共サービスの水準を決定するも なく、契約更新を望む借家人の効

いて分析している。 のと考えるのが自然である。この 用水準も低下させるという結論を

ここで持ち家世帯と借家世帯の とき持ち家世帯が、地代収入を最 理論的かつ実証的に導いている。

決定的な違いは、持ち家世帯がコ 大にするように公共サービスを決 家主と借家人のあいだに情報の非

ミュニティーに固定的な主体であ 定すると考えると、この解は借家 対称性が存在しなければ、コース

るのに対して、借家世帯は自由に 世帯による効用最大化の解と一致 の定理が成立し、正当事由条項は

コミュニティー聞を移動するブツ する。これは借家世帯の効用の増 なんら資源配分に影響を及ぼさな

トルースな主体として考えられて 加が地代に帰着することを考えれ い。正当事由条項によって、借家

いる点である。したがって、持ち ば、当然の帰結であろう。 人が保護される程度に応じて、家

家世帯だけが存在するモデルと倍 これに対して、持ち家世帯が自 賃が上昇するだけで、借家の供給

家世帯だけが存在するモデ、ルの違 らの効用を最大にするように、地 量や借家の床面積は変化しない。

いは、人口が内生的かどうかとい 方公共サービスの最適水準を決定 岩田論文は、情報が非対称的な

う点である。 すると考えると、それが借家世帯 場合に、この結論がどのような影

借家世帯だけが存在するコミュ による効用最大化の最適水準と一 響を受けるかについて分析してい

ニティーモデルにおいては、固定 致するのは、持ち家世帯と借家世 る。非対称情報の下では、すなわ

資産税によってファイナンスされ 帯の選好が等しい場合だけである。 ち家主が借家人の契約期間につい

た地方公共サービスの便益は、地 これらはみな当然の結果といえる て十分な情報をもっていない場合

代に帰着する。効率的な地方公共 だろう。 には、家主はある確率で契約更新

サービスを供給することによって、 このようなモデルを拡張する方 がある場合とない場合を考慮しな

人々の人口流入が促進される結果、 向としては、著者が主張するよう ければならない。その結果、家主

家賃や地代が上昇する。 に、コミュニティー間で戦略的に がオファーする平均的な家賃は、

この論文の特徴は、このような 行動する借家世帯を考えることで 完全情報下で契約更新を前提とす

借家世帯と持ち家世帯が共存する あろう。しかし、そのためにはイ昔 る家賃よりも低下するために、契

という点を考慮、に入れて、地方公 家世帯が完全なフット 1レースでは 約更新を意図する借家人の効用水

共サービスの帰着のメカニズムが なく、移転する際に何らかの費用 準はかえって上昇することになる。

どのように変化するかを分析する がかかることを前提にしなければ、 しかし、ここにリスクを導入し

，点にある。 借家世帯による政治的なプロセス て、危険回避的な家主の存在を仮

ここで政治的な意思決定によっ への関与を説明できないように思 定すると、家主のオファーする家

て、地方公共支出の決定メカニズ われる。 賃はさらに上昇する可能性が高い。
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理論的には、家賃がどれだけ上昇 とには限界があるように思われる。 ており、地価が金利よりも先行す

するかは、家主の危険回避度など ⑨ ることが明らかになった。このこ

に依存して、一概に結論を出すこ 吉岡孝昭論文（「地価とマーケ とは逆に言えば、地価に対して金

とはできない。この点を考慮して、 ツ卜・ファンダメンタルズ」）は、 融政策が反応していることを示唆

岩田論文では家賃関数を推定する 地価とマーケット・ファンダメン している。

ことによって、情報の非対称性の タルズのあいだに安定的な関係が このような分析はきわめて重要

下での家賃関数が、情報が完全な 存在するかどうかについて、さま ではあるが、本来目的とした各都

場合に契約更新を意図する借家人 ざまな手法を用いて、日本の地価 市の地価デー夕、あるいは住宅地、

に対する家賃よりも上回ることを を実証的な観点から分析している。商業地、工業地といった用途別の

実証的に明らかにしている。これ パフソレの検証の問題点は、マーケ 地価を用いた分析をもっと掘り下

が実証されれば、借地借家法の正 ット・ファンダメンタルズの推定 げる必要があるように思われる。

当事由制度は、契約を終了する倍 がどの程度正しいかということに 実際に共和分ベクトルにおける六

家人だけでなく、契約更新を意図 決定的に依存している。吉岡論文 大都市のマーケット・ファンダメ

する借家人にとっても不利になる では、従来の推定の問題点として、 ンタルズの係数は、全国のその係

ことが明らかにされる。 全国平均の地価を用いている点を 数より絶対値が大きくなっている。

この実証研究で必要なのは、更 あげている。大都市と地方都市、 これはどうして生じるのだろうか。

新確率と立退き料についてのデー とくに六大都市とそれ以外の地域 また、ダミー変数を用いて分析し

タである。正当事由借家の市場家 の地価の変動には無視できない大 たように、金融緩和と地価変動の

賃が定期借家の家賃よりも高くな きな差異があることを指摘したう サイクルの上昇局面が一致すると

るのは、契約期間終了後に家主が えで、より詳細な地価データを用 きには、急激な地価高騰が発生し

借家人に立退き料を支払わなくて いて分析が行なわれている。 て、バブルが発生しているという

はならないからである。データに 吉岡論文では、必ずしもバブル 結論が得られているが、それがど

基づいた立退き料や更新確率を前 の検証という点に主眼は置かれて のようなメカニズムから発生する

提にしたうえで、現在の正当事由 いないが、まず共和分検定を用い のかは必ずしも明らかではない。

制度は、更新を望む借家人に対す ることによって、地価とマーケッ さらに、工業地の地代の代理変数

る家賃関数を大きく上昇させて、 ト・ブアンダメンタルズのあいだ、 として県民生産が有効ではなくて、

借家の需要量を減少させ、効用水 に長期的に安定的な関係があるこ 民間投資が有効であったなどの理

準の低下を招いているとしている。 とが見出されている。次に、エラ 由を詳細に分析するのは興味深い

しかし、ここでの実証研究の問題 ーコレクション・モデルを用いて、 ように思われる。

点は、推定の際に線形の家賃関数 短期的な地価の変動によって生じ そのほか、税制の影響が無視さ

を用いている点にある。家賃の付 る長期均衡からの希離が、修正さ れているが、住宅地や農地では相

け値関数は床面積に関して非線形 れるようなメカニズムが働いてい 続税の影響がかなり大きいこと、

な影響を持っている。とくに、リ るかどうかについて分析されてい また譲渡所得税の影響も無視でき

スク回避的な家主を前提とすると、 る。この分析によれば、それらに ないことがこれまでの研究から明

非線形の効果は無視できないもの は安定的な関係があることが見出 らかにされている。このような税

となるであろう。したがって、線 されている。最後に、グレンジャ 制の影響を用いたモデルに拡張さ

形モデルから推定された結果を用 一・テストを用いて、金利と地価 れるのが望ましいように思われる。

いて、非線形の影響を分析するこ との聞の先行遅行関係が分析され （山崎福寿）

エディトリアルノート 9 



研究論文

都市住宅市場と固定資産税の

経済効果

中神康博

はじめに

本稿の目的は、持家世帯と借家世帯が居住す

るコミュニティーにおける固定資産税の経済効

果について分析を行なうことである。先行文献

（たとえば、 Epple and Zelenitz 1981、Hen-

derson 1985a, 1985b、Bucovetsky1985、

Hoyt 1991、Krelove1993など）によれば、固

定資産税の経済効果を分析する際、借家世帯、

持家世帯いずれか一方が居住するコミュニティ

ーを想定している。しかし、持家世帯と借家世

帯が同時に居住するコミュニティーを想定する

ほうがより現実的であろう。

本稿は、固定資産税の経済効果について、 2

つのことを分析する。ひとつは、固定資産税に

よって地方公共財サービスがファイナンスされ

るときの、固定資産税の帰着の問題を考える。

しかし、固定資産税の帰着は、地方公共財サー

ビスの水準に依存している。そこで、いかにし

て地方公共財サービスの水準が決定されるかに

ついても分析する必要がある。

モデルを展開するにあたって、 Henderson

(1994, 1995）と Wildasin(1983）のモデルを

参考にしている。コミュニティーの土地はすべ

て持家世帯によって所有されており、持家世帯

はコミュニティーを離れることはない。それに

対して、借家世帯は効用が最大になるように自

由にコミュニティーのあいだを動く。地方公共

財サービスは固定資産税によってファイナンス

され、住宅サービスの生産者価格に上乗せする

10 季刊住宅土地経済 2002年夏季号

かたちで課税される。このような状況において、

地方公共財サービスの水準はどのようにして決

定され、この固定資産税をいったい誰が負担す

るのであろうか。

さらに、コミュニティーの土地が持家世帯に

すべて所有されているという仮定を緩めて、一

部は不在地主によっても所有されているケース

を考える。このような状況において、持家世帯

による土地占有率が上昇したとき、地方公共財

サービス支出と持家世帯、借家世帯の効用は、

どのような影響を受けるのであろうか。

本稿の構成について述べておこう。第 1節に

おいて、モデルの説明を行なう。さらに、第2

節、第3節において、コミュニティーにそれぞ

れ借家世帯、持家世帯が居住する際の、地方公

共財サービス支出の決定と固定資産税の帰着に

ついて考察する。第4節で、コミュニティーに

借家世帯と持家世帯が同時に居住するケースに

ついて、地方公共財サービス支出の決定と固定

資産税の帰着について分析を行なう。さらに第

5節で、持家世帯による土地所有率が変化した

とき、地方公共財サービス支出と経済厚生への

影響について考察する。そして、最後に結論と

今後の課題について述べる。

lモデルについて

まず、モデルの説明をしよう。ある共通する

経済圏に属するひとつのコミュニティーを考え

る。このコミュニティーには、それぞれ同質の

持家世帯と借家世帯が居住しており、借家世帯



はコミュニティーのあいだを自由に移動するこ

とができる（しばしば、「足による投票」を行

なうといわれる）。それに対して、持家世帯は

このコミュニティーに定住し、その他のコミュ

ニティーへ移動することはない。持家世帯の数

をNoとし、住宅サービス生産に使用される土

地（［）は、すべてこの持家世帯によって等し

く所有されているものとする。

持家世帯と借家世帯は、いず、れも住宅サービ

ス以外の財（x）、住宅サービス（h）、そして

当該コミュニティーで供給されている地方公共

財サービス（g）から効用を得ているものとす

る。ここでいう地方公共財サービスとは、教育

サービスや介護サービスなどのように公的に供

給される私的財を想定している。住宅サービス

以外の財を基準財として、住宅サービスの価格

をpとする。借家世帯の効用関数を UR(xR,hR, 

g）とし、標準的な仮定が成立しているものと

する。ここで、上付き文字のRは、借家世帯を

表す（以下、上付き文字のOについては持家世

帯を表すものとする）。借家世帯は、借家世帯

の労働所得を YRとして、予算制約 XR十phR=

ずのもとで効用が最大になるようにずと hR

の水準を決定する。このとき、住宅サービスに

対する需要関数は hR二 hR(p,YR, g）、借家世帯

の間接効用関数は VR(p,YR, g）となる。

一方、持家世帯についても同様に住宅サービ

スに対する需要関数を求めることができる。た

だし、持家世帯の所得woは、労働所得yoに

加えて地代収入を含む。地代を PLとすれば、

地代収入は

PLL 
R百

となるから、持家世帯の所得は

wo=yo十首長

である。借家世帯と同様に、持家世帯の効用関

数を Uo(xo,ho, g）とし、標準的な仮定が成立

しているものとする。このとき、持家世帯は予

算制約XO十pho=woのもとで効用が最大にな
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るように XOとずの水準を決めるとすれば、住

宅サービスに対する需要関数は h0=h(p,W0, 

g）、また持家世帯の間接効用関数は vo(p,wo, 

g）となる。

次に、住宅サービスの生産を考えよう。ここ

では、持家世帯と借家世帯は、いずれも住宅サ

ービスを生産する企業から住宅サービスを購入

するものとする。持家世帯と借家世帯の違いは、

持家世帯が自ら所有する土地を企業にレントし、

それに対する地代収入を得ると同時に、生産さ

れた住宅サービスの一部を持家として購入する。

それに対して、借家世帯はその残りの住宅サー

ビスを購入する。住宅サービスは、持家世帯か

ら供給される土地（L) と住宅資本（K）によ

って生産され、生産関数を H(K,［）としよう。

ただし、生産関数は収穫一定で、生産される住

宅サービスは持家世帯と借家世帯とのあいだで

同質であるものとする。持家世帯から供給され

る土地については非弾力的に供給され、また、

住宅資本については価格恥のもとで完全弾力

的に供給されているものとする。住宅サービス

市場は競争的で、企業は利潤が最大になるよう

に住宅資本を決定し、地代も利潤がゼ、ロとなる

ように決定される。

コミュニティーの地方公共財サービスは、住

宅サービスに対する固定資産税によってファイ

ナンスされる。住宅サービスの生産者価格を q、

固定資産税率を tとすると、住宅サービスの消

費者価格と生産者価格とのあいだには p=(l

+t)qなる関係が成立する。住宅サービスを生

産する企業の利潤は qH(K，五）一（恥K+pL[) 

であるから、住宅資本の均衡条件と土地市場の

都市住宅市場と固定資産税の経済効果 11 
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均衡条件は、それぞれ次のようになる。

(1十t)pK=pHK(K,L) (1) 

pH(K, [)=(l十t)(pKK+pL[) (2) 

(1）式は、住宅資本に対する限界生産物の価値

が住宅資本の限界費用に等しいことを意味し、

(2）式は競争均衡において利潤がゼロであること

を意味する。一方、住宅サービス市場の均衡条

件は、

WhR(p, y1', g) + N°h0(p, W0, g) = H(K, [) (3) 

である。左辺の第 I項は、借家世帯の数を NR

として借家世帯の住宅サービスに対する総需要

を示している。したがって、（3）式は借家世帯と

持家世帯の住宅サービスに対する総需要が住宅

サービスの総供給に等しいということを意味す

る。

持家世帯はコミュニティーのあいだを移動す

ることができないものの、借家世帯は自らの効

用が最大になるように自由にコミュニティーの

あいだを移動することが可能である。本稿では、

借家世帯に関して完全競争的な仮定を設けてお

り、借家世帯は自由にコミュニティーのあいだ、

を動くことによって、この経済圏に居住するこ

とで得られるある一定水準の効用 Vを得る。

すなわち、

VR(p, YR, g)= v (4) 

である。借家世帯における完全競争の仮定は、

借家世帯の行動がこの効用水準 Vに影響を及

ぼさないことを意味する。

最後に、地方政府の行動を述べよう。地方政

府は、それぞれのコミュニティーにおいて地方

公共財サービスを供給している。その財サービ

スを供給するときの限界費用は cで、一定であ

る。この財サービスを供給するための費用は、

各コミュニティーの固定資産税によってファイ

ナンスされており、地方政府の予算制約は均衡

している。すなわち、

t(pKK +pL[)=cg(NR+ N°) (5) 

が成立している。左辺は、住宅サービスに課せ

られた固定資産税によって徴収された税収で、

右辺は、借家世帯と持家世帯に地方公共財サー
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ビスを等しく供給するための総費用である。

上述したモデルにおいて、内生変数は p,PL, 

K,NR，そして tもしくは gのいずれかである。

5つの内生変数は、（1）式から（5）式の 5本の式を

解くことによって得られる。ここで、第2節以

降の分析のために、（1）式から（5）式を全微分して

おこう。分析を簡単にするために、地方公共財

サービスから得られる効用は、私的財から得ら

れる効用から分離しているものとする。この仮

定は、住宅サービスに対する需要関数が、借家

世帯、持家世帯を問わず、住宅サービスの価格

と所得のみに依存し、地方公共財サービスから

は独立になることを意味する。

全微分の結果は、以下のとおりである。

α自R_TJP+ (1一α)r,ρPL＝ぬ食

εK:R=p t 
Bt_pL=p-t 

(6) 

(7) 

(8) 

-p十t菩富士O
ph 

(9) 

（ιτ）t十組＋帥L二宮＋（則前R 側

ただし、 t二dt/(l+t）、それ以外の内生変数、

外生変数を xとして、文二dx/xと定義する。

ここで、早と yは、それぞれ住宅サービス需要

の価格弾力性と所得弾力性で、価格弾力性につ

いては借家世帯と持家世帯とのあいだで等しい

と仮定している。また、（9）式における ffiRは、

借家世帯にとっての基準財に対する地方公共財

サービスの限界的な評価を示しており、

__ R av fog 
av釘E

で定義される。その他のパラメータの定義は、

NRhR 
α＝一百一

ρ← PLL/N° 
yo十PLL/N°

K

一
E
一
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KHKK εK= 一一干~
llK 

である。すなわち、 αはコミュニティー全体の

住宅サービスのうち借家世帯に供給されている

割合、 ρは持家世帯にとって地代収入の所得全

体に占める割合、 BK,＆はそれぞれ住宅サービ

スの生産にともなう資本所得と地代所得の住宅

サービス収入に対するシェア、そして臼は資

本の限界生産力の資本に対する弾力性で、資本

と土地の代替の弾力性を σとすれば

εK＝与
という関係が成立している。

2借家世帯のみが居住する場合

モデル

持家世帯と借家世帯が混在するコミュニティ

ーにおける固定資産税の経済効果を分析する前

に、 2つのケースについて考える。まず、借家

世帯のみが居住する場合について分析しよう。

このコミュニティーの土地は、不在地主によっ

て所有されているものとする。つまり、不在地

主は、住宅サービスを生産する企業に土地をレ

ントし、その地代を受け取る。企業の行動は、

土地を不在地主から借り受けても彼らの行動に

変化はない。したがって、住宅サービス市場に

おける均衡式と地方政府の予算制約は、次のよ

うに書き直される。

NRhR(p, YR, g)=H(K, L) (3)' 

t(pKK +pL[)=cgNR (5)' 

内生変数は、先述したモデルと同じように、 p,

PL, K, NRとtもしくは gのいずれかである。

この 5つの内生変数は、（1）式、（2）式、（3）＇式、

(4）式、（5）＇式の 5本の式を解くことによって得

られる。

サービス価格と地代に及ぼす影響は次のように

なる。

p＝土（宅~)( Th-)t (lla) 

ド土［i （千）（1市 17)Jt (llb) 

PL二右［i （千）（1 ~-rtt-17) Jt (llc) 

ここで、

ム＝ト（1-17 ）（千）（山）
で、ム＞Oとしよう。固定資産税率の上昇は、

住宅サービスの消費者価格を上昇させる。しか

し、固定資産税率の上昇が住宅サービスの生産

者価格、そして地代を押し上げるかどうかは、

分子の符号によって決まる。分子の符号はどの

ように決定されるのであろうか。

地方公共財サービス支出の決定

借家世帯は、自由にコミュニティーを選ぶこ

とによって、「足による投票Jを行なう。その

結果として、すべての借家世帯がこの経済圏に

居住することによって得られるであろうある一

定水準の効用 Vを獲得する。したがって、完

全競争の仮定のもとでは、借家世帯はgを直接

決定するという政治的なプロセスには関心がな

い。これを見るために、借家世帯の間接効用関

数 VR(p(g),YR, g）を gで微分すると、

dV" d只 w D R 
ζ去ザ主主告＝ h"-"'k'_十m"
oV"/oy" dg 

R/ dt do¥ 
=-h （記十（1 十t）~）＋mR

を得る。 2番目の式の第 1項は gの増加による

住宅サービスの価格効果、第2項はgが借家世

帯の効用に及ぼす直接効果である。（9）式から、

2番目の式は常にゼロであるから、どのような

固定資産税の帰着 gであっても効用は Vの水準で最大化されて

まず、固定資産税の帰着について考察しよう。 いる。

そのために、固定資産税率 tを外生変数として それでは、完全競争の仮定のもとで、 gの水

比較静学を行なう。固定資産税率の変化が住宅 準が一意に決定されるとすれば、それはいかな

都市住宅市場と固定資産税の経済効果 13 



るケースであろうか。いま、借家世帯は、 gの

決定が住宅サービスの生産者価格に与える影響

を無視して（すなわち、 dq/dg=Oを意味す

る）、間接効用関数が最大になるように gを決

定するものとしよう。このとき、比較静学によ

って得られる dt/dgを3番目の式に代入する

と、 gの最適化の条件

1一（千）（1-rtt-早）こO

が得られる。

また、（llc）式が示すように、不在地主がこ

のコミュニティーの開発にかかわっており、彼

らにとっての動機づけが地代収入を最大にする

ように、すなわち、 dpL/dgニ Oであるように g

を決定する場合でも、同じ条件を得ることがで

きる。これは、比較静学の結果から、 dpL/dg

=Oであればdq/dg=Oであることから明らか

である。したがって、不在地主による地代収入

最大化と借家世帯による効用最大化は、 gの水

準を決定するうえで同値である。

さて、この条件は、

___ R 1 

ごと一二一一一二一一一＞l
c 1 _ l一平

l+t 

と書き直すことができるので、 gの水準はセコ

ンド・ベストの状態で、ファースト・ベスト

(mR=cが成立する状態）に比べて過少供給と

なる。その理由は、地方公共財サービスをファ

イナンスするために固定資産税が課されたこと

で、歪みが生じたためである。この点は、 At-

kinson and Stern (197 4）によって、より一般

的なモデルの中で指摘された。

地方公共財サービスの水準が決まれば、固定

資産税の帰着について以下のようにまとめるこ

とができる。借家世帯が、 gの決定が住宅サー

ビスの生産者価格に及ぼす影響を無視して効用

を最大にするように、あるいは、不在地主によ

ってコミュニティーの開発が行なわれて地代収

入が最大になるように gを決定するとき、固定

資産税率の変化は住宅サービスの生産者価格、
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地代には影響を与えず、すべて借家世帯が負担

することになる。

3持家世帯のみが居住する場合

モデル

次に、持家世帯のみが居住する場合について

分析しよう。この場合、コミュニティーの土地

は、すべて持家世帯によって所有されている。

持家世帯は住宅サービスを生産する企業に土地

をレントし、その地代を受け取る。企業の行動

は、土地を不在地主から借り受けた場合と何ら

変わりはない。住宅サービス市場における均衡

式と地方政府の予算制約が次のように変更され

る。

N°h0(p, W0, g)=H(K, L) (3)" 

t(pKK十PLL)=cgN° (5)" 

先と同じように、内生変数は P,PL,Kとtもし

くは gのいずれかで、（1）式、（2）式、（3）＂式、（ 5)"

式の 4本の式を解くことによって、 4つの内生

変数を求めることができる。

固定資産税の帰着

まず、固定資産税の帰着について考察しよう。

先と同様にして、固定資産税率の変化が住宅サ

ービス価格と地代に及ぼす影響を比較静学によ

って求めよう。

p＝土（－￥ -f-)t (12a) 

0 A 

q=--t71t (12b) 

A
4
E
L
 

円
H

，
l
一仙一－

A
Y
 

(12c) 

ここで、

ぬσ 」笠+71 (Ji_ (Ji_ 

で、~＞ O を仮定しよう。コミュニティーに持

家世帯のみ居住する場合、固定資産税の帰着は、

地方公共財サービスの水準に依存せず、以下の

ように結論づけることができる。

もし、



で定義される。

2番目の式の第 1項は、 gの増加による住宅

サービスの価格効果、第2項は土地のキャピタ

ルゲイン効果、第3項は gが持家世帯の効用に

及ぼす直接効果である。もし、 gの最適水準

（内点解）が一意に決まるとすれば、比較静学

によって得られる dp/dg,dpL/dgを2番目の式

に代入することにより、 gの純限界便益がゼ、ロ

となるときの m0/cを解くことができる。すな

生空一一主要一〉一
りL fA 

であれば、固定資産税率の上昇は、住宅サービ

スの生産者価格を下落させ、持家世帯は住宅サ

ービスの消費者価格の上昇と地代の下落という

かたちで負担する。

しカ〉し、

JJi<Q_ 」＇.£＿＜ 0 
~ ~ 

t fk 
l+tεKソ

生一」笠ム（__l_＼~
εk ~’ \1十t)''

1 

わち、

0 
町I

c 

であれば、固定資産税率の上昇分は、住宅サー

ビスの消費者価格を下落させるが、その税の負

担は住宅サービスの生産者価格と地代の下落に

よって負t!l.することになる。

となり、ファースト・ベストの状態に比して過

少供給にも、過大供給にもなりうる。

4持家世帯と借家世帯が居住する場合

固定資産税の帰着

持家世帯と借家世帯が居住するコミュニティ

ーにおける固定資産税の経済的効果について分

析することにしよう。まず、固定資産税の帰着

を考えるために、 tによる比較静学を行なう。

p＝土［（十全）

(13b) 

、、、‘‘目．，
E
E
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t
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(13c 

(13a) 

＋長（会（1α）す）］（子山長）t

←土［1一千金（1－寺市神

持家世帯のみが居住する場合、そのコミュニ

ティーにおける地方公共財水準はどのように決

定されるのであろうか。借家世帯と同様に、持

家世帯には 2つの動機づけが考えられる。ひと

つは、コミュニティーの開発にかかわる不在地

主と同じように、持家世帯は地代収入が最大に

なるように gを決定するというものである。し

かし、（12c）式からも推測できるように、 gの

増加は地代を下げることになるので、持家世帯

にとって地代収入を最大にしようとするのであ

れば、地方公共財サービスが供給されないとい

うのがベストということなる。つまり、地方公

共財サービスの限界的な負担が、持家世帯にと

っての限界的な便益を常に上回っている。

次に、持家世帯が効用を最大にするように g

を供給するケースについて考えよう。持家世帯

の間接効用関数は、 gの関数として vo(g)=

vo(p(g), wo, g）と書くことができる。したが

って、この間接効用関数を gに関して微分して

地方公共財水準の決定

ここで、

ム＝l[(1＋乏）

ー長（会（1α）す十州ぞ汁t~）

ゼロとおけば、

__Qy()_且ι－＿J.,0~ム_1_坐ιmo ll 
avゆwo H dg I ND dg l出ーリ

で、~＞O としよう。また、 h はコミュニティ

ーの住宅サービス需要の平均である。（13a）式

ここでmoは、

mo－~生Iav01aw0 

を得る。
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の分子の大カツコが正であるとすれば、固定資

産税率の上昇は住宅サービスの消費者価格を上

昇させる。一方、住宅サービスの生産者価格と

地代への影響は、それぞれ共通する分子の符号、

すなわち、地方公共財サービスの水準に依存し

て決まる。そこで、地方公共財サービスの水準

がどのように決定されるか分析する必要がある。

地方公共財水準の決定

持家世帯と借家世帯が居住するコミュニティ

ーでは、どのように地方公共財サービスの水準

が決定されるのであろうか。公共選択の立場か

らすれば、このコミュニティーにおける中位投

票者の選好がgの水準に反映されると考える。

ここでは、借家世帯は自由にコミュニティーの

あいだを移動できるのに対して、持家世帯は移

動しないと想定している。そこで、持家世帯の

みが政治的プロセスに強い関心があり、彼らに

よって地方公共財サービスの水準が決定される

と仮定しよう。

第3節と同様に、彼らには 2つの動機づけが

考えられる。ひとつは、地代収入を最大にする

ように gを決定するというもので、もうひとつ

は持家世帯の効用を最大にするように gを決定

するというものである。まず、地代収入が最大

になるように gを決定するときの必要条件は、

dpL/dg=O、すなわち、（13c）式の分子と一致

する項がゼロになることである。このとき、

泉
町1

c 長（1 寺市~）
である。限界便益と限界費用との比率は、固定

資産税率と住宅サービス需要の価格弾力性だけ

ではなく、コミュニティーの住宅サービス需要

の平均と借家世帯の住宅サービス需要の比率に

依存している。したがって、地方公共財サービ

スの最適水準がファースト・ベストのそれより

過少供給となるか、それとも過大供給となるか

は、持家世帯と比較して借家世帯の住宅サービ

ス需要がどれだけ乗離しているかに依存してい
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る。

一方、持家世帯の効用が最大になるように g

を決定する場合、持家世帯の間接効用関数

vo(g) = vo(p(g), wo, g）をgについて最大化す

ればよい。そのとき gが最適化されるための

必要条件は、以下のようになる。

思議γ二－ho生＋よ~＋mo
oV0 OW0 dg N° dg 

_,,_o(m0 mR¥, L dp,_n 
11 L五百~ VJ'W瓦g り

2番目の式の第 l項は持家世帯にとっての住

宅サービスの価格変化にともなう影響、第2項

は土地のキャピタルゲイン効果、第3項は持家

世帯にとっての gの直接効果で、 dp/dgに（9)

式の関係を代入すれば3番目の式に書き換える

ことができる。住宅サービス 1単位当たりの地

方公共財サービスに対する限界便益が、持家世

帯と借家世帯のあいだで等しければ、効用最大

化と地代収入最大化は同値である。しかし、持

家世帯のほうが借家世帯を上回ればdpL/dg<

O，逆に借家世帯のほうが持家世帯を上回れば

dpL/dg>Oとなる。

ところで、持家世帯が dpL/dg=Oとなるよう

にgを決定するとき、借家世帯が効用最大化に

よって選ぶ水準はこの水準と一致する。つまり、

このケースにおける借家世帯による最適化の条

件は、持家世帯による地代収入最大化の最適化

の条件と一致する。言い換えれば、持家世帯は、

地代収入を最大化するという行為によって、借

家世帯の地方公共財サービスに対する限界便益

の情報を知ることが可能となる。また、この最

適化の条件は、住宅サービス 1単位当たりの地

方公共財サービスに対する限界便益が、持家世

帯と借家世帯のあいだで等しいときの持家世帯

による効用最大化の最適化の条件とも一致する。

したがって、以下のような結論を得る。

命題 1

持家世帯が地代収入を最大にするときのgの

最適水準は、借家世帯による効用最大化の最適



水準と一致する。一方、持家世帯が効用を最大

にするときの gの最適水準は、もし mo/ho=

illR/hRであれば、借家世帯による効用最大化の

最適水準と一致し、 mo/ho> mR /hR (mo /ho< 

mR/hR）であれば、それと比して過大供給（過

少供給）となる。

たとえば、持家世帯には高齢者が多く、借家

世帯に比して介護サービスに強い関心があり、

借家世帯は若年層が多く、持家世帯に比して教

育サービスに関心があるものとしよう。いま、

介護サービスが問題になっており、持家世帯に

よって彼らの効用が最大になるようにその水準

が決定されるとする。命題 1は、このときの水

準が、借家世帯の効用最大化によって決まるそ

れよりも過大供給となることを意味する。それ

に対して、持家世帯によって彼らの効用が最大

にするように教育サービス水準が決定されると

する。これによって決まる水準は、借家世帯の

効用最大化によって決まる水準よりも過少供給

となることを意味する。ただし、持家世帯が地

代収入を最大にするように教育サービス水準を

決定するのであれば、借家世帯の効用最大化に

よって決まる水準と一致する。

持家世帯と借家世帯が同じコミュニティーに

居住するとき、固定資産税の帰着は地方公共財

サービスの水準に依存していた。ここで、地方

公共財サービスの決定が固定資産税の帰着にど

のような影響を及ぽすか、まとめておこう。

命題2

持家世帯による地代収入最大化によって地方

公共財サービス支出が決定されているならば、

固定資産税率の変化は地代には資本化されない。

一方、持家世帯が効用最大化によって地方公共

財サービスの水準を決定する場合でも、 mo/ho

=mR/hRであれば、固定資産税率の変化は地代

に資本化されない。また、 mo/ho >mR /hR (mo /ho 

<mR/hR）であれば、固定資産税率の上昇は地

代を下落（上昇）させる。

5持家世帯による土地所有率（8）の影響

モデル

第3節、第4節では、コミュニティーの土地

をすべて持家世帯が所有しているものとして分

析を進めてきた。しかし、実際には持家世帯だ

けでなく、不在地主によっても所有されている

と考えるほうが自然であろう。そこで、コミュ

ニティーの土地の一部（全体に占める割合を 0

としよう）を等しく持家世帯によって所有して

いるものとする。すなわち、持家世帯の所得は

。。 ρo,I 
wu=yu十苛if-

となる。

住宅サービスを生産する企業にとっては、持

家世帯、不在地主いずれから土地をレントして

も彼らの行動に変化はない。したがって、モデ

ルそのものは、持家世帯の所得の定義が変わる

のみで変更はなく、（1）式から（5）式の 5本の式を

p, PL, K, NR, tについて g，。の関数として解け

ばよい。以下の分析のために、 θによる比較静

学の結果を記しておこう。

p=O (14a) 

-4-(1一α）立
PL h fA 

EAf ( ＋－判＋ι（与一（1一α）ζf
L CK I 11 ¥ CKυL  

(14b) 

すなわち、 ao/ae=o、また（13a）式の分子の大

カッコが正であれば、。oL/ae>Oである。

さて、コミュニティーの土地が持家世帯によ

って所有される割合が上昇したとき、地方公共

財サービスの水準とコミュニティーに居住する

持家世帯の経済厚生にどのような影響を及ぼす

のであろうか。

。が地方公共財支出に及ぼす影響

第 4節で、持家世帯が地方公共財サービスを

最適化するための 2つの動機づけを考えた。最

適化された地方公共財サービスの水準は、。の

関数として解くことができる。
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まず、地代収入を最大にするような gを

ど（8）としよう。最適化のための必要条件から、

opL(g*(e), e)/og三 Oが成立している。この O

に関する恒等式を θによって微分することによ

って、

生主旦 主匙l2_g3_§__
ae a~PL/og' 

を得る。分母は最適化のための十分条件から負

であるから、。がど（θ）に及ぽす影響は分子

の符号に依存して決まる。（14b）式から、

a2pL/agaθ之 (1/pL)(apL/aθ）（dpL/og）であるとし

よう（このためには、（14b）式の分数がgによ

って影響を受けないという仮定が必要である）。

これを g=g*(B）で評価すると、。2pL/agaeは

ゼロとなるから、 dg＊（θ）／dθ＝O、すなわち、

0はど（8）には影響を与えないという結果を

得る。

次に、持家世帯が効用を最大にするようなg

をど＊（θ）としよう。持家世帯の間接効用関数

は、

( O 8pL(g，θ）［ ¥ 
V0(g, e) = V0( p(g, 8), y十 No ) 

となるから、持家世帯によって効用が最大にな

るように gが決定されるとすれば、最適化され

た g**(B）は

oV0（只＊＊（θ）， e）ハ
og -v  

を満たす。先と同様に、この Oに関する恒等式

をOによって微分することによって、

dど立!!l一一♂V0/ogoe 
d θa2vo  /og2 

を得る。分母は最適化のための十分条件から負

であるから、 θが g**(B）に及ぼす影響は分子

の符号に依存して決まる。

ところで、 av0/oW0が一定で、かっ

a2pL/agae ~ (l/pL)(opL/ae)(opL/og）を仮定すれ

ば、 dg**(B)/dBの符号はめL/Ogの符号に一

致する。つまり、 opL/agの符号は地方公共財

サービスに対する住宅サービス 1単位当たりの

限界便益の、持家世帯と借家世帯との差に依存
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しており、両方が一致していればdg＊＊（θ）／de

ニ O、持家世帯のほうが借家世帯を上回れば

dpL/dg<Oで、地方公共財サービスの最適水準

はθの増加にともなって減少する。逆に、借家

世帯のほうが持家世帯を上回ればdp/dgL>O

となって、地方公共財サービスの最適水準は 0

の増加にともなって増加する。

。が経済厚生に及ぼす影響

持家世帯の土地の所有率が上昇するとき、持

家世帯、借家世帯の効用水準はどのような影響

を受けるのであろうか。まず、持家世帯が地代

収入を最大にするように、 gを決定するケース

について考えよう。このとき持家世帯の間接効

用関数を θで微分すると、 dg＊（θ）／dB=Oを考

慮して、

丘主主里L2主r:____q_旦ム丘王土／ιLょJZ1_金斗
dθ － op ae ' aw叫 N° I N° ae J 

となる。 (14)式から op/aθ＝O,opL/aθ＞Oである

から、 dV0/d8>0、すなわち、持家世帯の土

地所有率の増加は持家世帯の効用水準を増大さ

せる。

持家世帯が効用を最大にするように gを決定

する場合はどうであろうか。包絡線定理を考慮

して、持家世帯の間接効用関数を Oで微分する

と、上式と同じ結論を得る。すなわち、持家世

帯の土地所有率が増加すると持家世帯の効用水

準は増大する。

したがって、いずれの場合も、持家世帯の土

地占有率が上昇することによって持家世帯の効

用は増大する。なお、借家世帯は自由にコミュ

ニティーのあいだを動くことによって V とい

う効用水準を獲得することができるので、持家

世帯の土地所有率が増大しても効用水準には影

響しない。

おわりに

本稿は、コミュニティーに持家世帯と借家世

帯が居住する場合について、地方公共財サービ

スの最適水準と固定資産税の資本化について考



察することであった。本稿の結論は、命題 1と

命題2にまとめられている。とくに、持家世帯

が効用最大化によって地方公共財サービスの水

準を決定するとき、その水準が借家世帯にとっ

ての最適水準に比べて過大供給となるか過少供

給となるかは、両世帯のその財サービスに対す

る選好の強さに依存しているという結論は、近

い将来、コミュニティーの世帯構成が急激に変

化していく中で重要な意味を持つものと思われ

る。また、持家世帯の地代収入最大化による地

方公共財サービス水準の決定は、借家世帯の効

用最大化による最適水準と一致する。持家世帯

の地代収入最大化は、借家世帯の地方公共財サ

ービスに対する選好を反映させることができる

という結論はとても興味深い。

本稿の拡張として、次の 3つの点を指摘して

おこう。ひとつは、ここで仮定されていた借家

世帯に関する完全競争ではなく、不完全競争、

言い換えれば、コミュニティー間で戦略的に行

動することを仮定することである。借家世帯は、

自ら地方公共財サービスの水準を決定するよう

に政治的プロセスに参加し、均衡においてはす

べてのコミュニティーで同じ水準の効用を達成

することができる。このような設定のもとでは、

持家世帯が地方公共財水準を決定するという行

為が、借家世帯の効用水準に影響を及ぽす。ま

た、借家世帯が地方公共財の水準を決定すると

いう行為が、持家世帯の効用水準に影響を及ぽ

すことも考えられる。

さらに、持家世帯と借家世帯が混在するコミ

ュニティーにおいて、望ましい税システム、あ

るいは財政システムとはいかなるものか、効率

性と公平牲の観点から分析する必要があろう。

もうひとつの拡張は、居住選択を内生的に考

えることである。本稿では、持家世帯と借家世

帯のステイタスについては、所与として分析を

行なっている。持家か借家かという居住選択の

問題が内生的に決定されるのが望ましい。

これらの拡張については、今後の課題とした

し＇o

＊住宅経済研究会における発表の際に、参加者の

方々、とりわけ金本良嗣教授と浅見泰司教授から有益

な助言をいただいた。記して感謝申し上げたい。本稿

は、「大平正芳記念財団Jと「成媛大学研究助成」から

研究助成を受けている。財団と大学に対し、感謝の意

を表したい。
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研究論文

借地借家法の正当事由条項が
借家人の付け値家賃に与える影響

岩田真一郎

はじめに

借地借家法が改正され、 2000年3月から定期

借家権が認められるようになった。この改正に

より、良質な借家供給が増加し、借家人の厚生

も改善すると期待されている。改正前の借地借

家法の特徴は、借地借家法第28条における契約

更新拒絶および解約申し入れの際の正当事由条

項と、それを補完するための立退料の支払命令

や借家訴訟の判例により慣例となった継続家賃

の抑制である。これらが家主の借家供給インセ

ンティプを阻害し、借家の家賃を高め、借家人

の効用水準を低下させてきたことは、岩田

(1976）、八回（1996）、山崎（1996）を中心に

主張されてきた。また、岩田 (1997）、大竹・

山鹿（2001）、外舘 (1997）、山崎（1996）は、

借家の市場家賃関数が正当事由条項によって高

まっていることを実証し、上記の主張を裏付け

たとしている。しかし、正当事由条項による市

場家賃関数の上昇を実証しても、それによって

借家人の効用水準が低下していることを実証し

たことにはならない。なぜなら、上記の理論的

主張は、借家人の最適化行動が描写されていな

いため、どのような状況で正当事由条項が借家

人の効用を低下させているのかは明らかにされ

ていないからである。

そこで、本稿では、第 1にIwata(2002）や

瀬下（2000）、山崎（1999）のように、借家人

の最適化問題も考慮したうえで、契約期間終了

後における借家人の契約更新希望の有無につい
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て、家主と借家人のあいだに情報の非対称性が

存在するときに、正当事由条項が借家人の借家

需要量や付け値家賃（効用水準）にどのような

影響を及ぽすのかを検討する。その際、実証研

究の結果を評価できるようなモデルを構築する。

このモデルから、家主が十分リスク回避的であ

れば、正当事由条項による市場家賃関数の上昇

は、契約更新を望まない借家人だけでなく、そ

れを望む借家人の効用水準も低下させるという

結論が導かれる。この場合、市場家賃の上昇は

実際に支払われることになる正当事由条項によ

る損失額の補償分を上回る。第2に、実証研究

で推定された値が、このことを実証しているの

かどうかを数値計算により確認する。

lモデル

借家がすべて定期借家のケース

本稿では、実証研究結果を評価できるように

へドニック・モデルを用いて、正当事由制度が

市場家賃関数や借家人の付け値家賃関数（効用

水準）にどのような影響を及ぼすのか検討する。

また、実証研究がクロスセクション・データを

用いて推定していることに注目し、 1期間で評

価できるモデルを構築する。なお、この節では

ベンチマークとして正当事由条項がない（定期

借家が認められている）場合の市場均衡を描写

する。

家主は、ある一定の期間だけ借家を経営する

としよう。すなわち、供給される借家はすべて

一定期間の定期借家である。契約終了後に家主



がこの借家を自己使用すると、彼は Oの期待効

用（期待利得）を得ると仮定する。一方、契約

終了後にも借家経営を続けた場合には、家賃収

入を得るが、自己使用できない心理的負担費用

が∞かかるとする。この場合、たとえ期待効用

が Oでも、家主は自己使用を選択する。

市場には割合pで契約終了後に契約を終了

する借家人（終了タイプ）と、割合（1 p）で

契約更新を望む借家人（更新タイプ）がいると

しよう。また、借家人は自分が属するタイプを

知っているが、家主は知らないものとする。た

だし、家主は割合pを知っていると仮定する。

定期借家が認められている場合、家主は契約

終了後に正当事由なしで契約更新を拒否できる

ため、どの借家人と契約しても契約終了後に借

家を自己使用できる。すなわち、定期借家が認

められている場合、情報の非対称性は問題とな

らない。以上から、割引率を Oとすれば、家主

の利潤（II)最大化問題は次のように表せる。

max IIFニ R(h)-c(h) (1) 

ここで、上付きの Fは定期（Fixed-Term）借

家を意味する。また、 hは借家床面積（ぱ）を、

R(h）は家賃を、 c(h）は借家供給の費用をそれ

ぞれ示す。また、 c(h）はすべての hに関して

ch>O、ChhミOと仮定する。

(1）式より次のオファ一家賃関数を得る。

OF(h; IIF)=max IIF +c(h) (2) 

すべての家主のオファ一家賃関数が等しいと

すると、市場家賃関数Rは次に示されるよう

に家主のオファ一家賃関数に一致する。

RF(h）二OF(h;II勺（3)

ここで、（3）式の II＊は、借家市場は競争的であ

り、家主は II＊しか得られないことを意味する。

次に、借家人の効用最大化問題を描写する。

借家人の効用（U）は、

ui二 U1(h，θ）＋z (4) 

で表されるとする。ここで、 zは合成財であり、

価格は Iに基準化する。下付きの iはタイプを

示し、更新タイプを cで、終了タイプを tで表

す。 Ui(h，θ）はすべての hに関して uh>O、Uhh
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ほか。

<Oと仮定する。 0はある借家人の借家床面積

に対する晴好を示す。以下では、図 1と注2を

除いて、。は明示的には扱わないため、効用関

数への表記は省略する。

すべての借家人の所得を yとし、借家人は y

の範囲内でhとzを購入するとしよう。以上

から、正当事由条項がなく、すべての借家が定

期借家の場合、借家人の効用最大化問題は次の

ようになる。

max ur =ui(h）十Z

subject to y=R(h)+z 

上の最大化問題から次の付け値関数を得る。

Bi(h; UD=max u1(h)+y-Ui (5) 

市場均衡では、市場家賃関数と各借家人の付

け値関数が等しくなり、かつ両者の hに関す

る偏微分係数が一致する。したがって、市場均

衡は次のように描写される。

RF(h) = Bi(h; un 

R~＝Bih 

(6) 

(7) 

以下では、（6）式の市場家賃関数と付け値関数が

等しくなる条件を家賃一致条件、（7）式の市場家

賃関数の hに関する 1階微分と付け値関数の

それが一致する条件を限界条件と呼ぶ。

正当事由が存在するケース

次に、借地借家法の正当事由条項が存在する

ケースを考える。この場合、定期借家は認めら

れず、借家はすべて正当事由借家になる。契約

更新拒否の正当事由は、一般に家主の自己使用

の理由だけでは認められず、当該借家を必要と

する家主の事情と借家人の事情が比較され、前

者が後者を上回ると判断された場合に認められ

借地借家法の正当事由条項が借家人の付け値家賃に与える影響 21 

nishimura
テキストボックス
（岩田氏写真）



ている。ただし、家主から借家人に立退料を支

払うことにより、正当事由を補完することがで

きる。すなわち、移転に伴う借家人の損失を立

退料という金銭により補償すれば、契約更新拒

否の正当事由が認められる I）。そこで、次を仮

定する。

(Al）：立退料による正当事由の補完

契約終了時に借家人が更新を望む場合、家主

は倍家人に α（h）（α（0）二O，α（h)>O，αh>O，αhh 

二0）の立退料を支払えば、更新拒否の正当事

由が認められる。

まず、仮定（Al)により、更新タイプの効用

最大化問題がどのように変更されるのかを考え

よう。更新タイプは、仮定（Al）より契約終了

時に借家の床面積に応じて立退料 α（h）を受け

取る。したがって、任意の hについて、彼が

借家に対して支払う家賃は R(h）だが、純家賃

はR(h）一α（h）になる。以上から、（5）式の付け

値関数は次式のように変更される。

B~（h; m)=max Uc(h)+y＋ α （h)-U~ (8) 

ここで、上付きのJは正当事由 (Just-Cause)

借家を意味する。

一方、終了タイプは、契約終了時に立退料を

受け取らないため、効用最大化問題および付け

値関数は前項と変わらない。

次に、家主の行動に移ろう。家主は更新タイ

プと契約するときは、仮定より契約終了時に借

家の床面積に応じて立退料を支払う必要がある。

したがって、家主が更新タイプから受け取る純

家賃は R(h）一α（h）になる。以上から、更新タ

性の影響を明らかにするために、仮に家主が借

家人のタイプを見分けられると前提し、正当事

由条項の影響を分析する。

終了タイプと契約するときは、たとえ正当事

由条項があっても、終了タイプは自ら転出する

ため、定期借家契約が有効になる。したがって、

家主の目的関数は定期借家を供給するときと変

わらない。終了タイプの目的関数にも変化がな

いため、家賃一致条件と限界条件は定期借家契

約の場合と変わらない。すなわち、借地借家法

の正当事由条項は終了タイプの契約に対して何

ら影響を与えない。

一方、更新タイプと契約するときは、契約終

了時に立退料を支払う必要がある。（9）式より、

更新タイプと契約するときの家主のオファ一家

賃関数は次式のようになる。

01(h; IT1)=max II1+c(h）十α（h) (10) 

借家市場が競争的であれば、 IIF=I11=II＊にな

る。したがって、更新タイプに対する家主のオ

ファーは、任意の hについて α（h）だけ高くな

る。

更新タイプが直面する市場家賃関数は、家主

のオファ一家賃関数に一致する （R1=01）。し

たがって、家賃一致条件は次のようになる。

R1(h）ニB~（h; UD (ID 

(8）式と（10）式から（lD式の両辺にある αは相殺さ

れるため、 (ID式は（6）式に一致することが確認で

きる。したがって、この場合の限界条件は、定

期借家契約の場合に等しくなる。すなわち、均

衡における借家需要量と効用水準はともに正当

事由条項の影響を受けない（U~＝UD。これは、イプと契約するときの利潤は、

I11=R(h） α（h) c(h) (9) 更新タイプの支払う家賃が契約終了後に受け取

になる。一方、終了タイプと契約するときには、

立退料を支払う必要はない。したがって、終了

タイプと契約する場合の利潤は、前項同様、

IIFニ R(h) c(h）になる。

2正当事由条項の影響

情報が対称なケース

ここでは、契約更新にかかわる情報の非対称
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る立退料分だけ上昇するため、純家賃が定期借

家の場合と変わらないからである。

非対称情報かつリスク中立的な家主

ここでは、借家人のタイプについて、家主と

借家人の聞に情報の非対称性が存在する一般的

なケースを扱う。ただし、リスクに対する影響

を明らかにするため、この項では家主はリスク



中立者と仮定する。

情報が非対称なケースで、情報が対称なケー

スと同ーの契約を提示すると家主は逆選択の問

題に直面する。なぜなら、更新タイプは自分が

終了タイプと偽れば、効用を増加させることが

可能だからである。逆に、家主は、終了タイプ

と同様の契約を更新タイプと結べば損失を被る。

そこで、家主は、逆選択の問題を軽減するため

に、 Iwata(2002）や瀬下（2000）同様、すべ

ての借家人に対して平均的な更新・終了の確率

を前提に契約を結ぶとしよう。すなわち、家主

はpの確率で終了タイプと、（1-p）の確率で

更新タイプとそれぞれ契約すると期待する。以

上の仮定の下で、家主がリスク中立者であれば、

利潤最大化問題は次式のように変更される。

max IIN =pIIF + (1-p)II1 

ここで、上付きの Nは家主がリスク中立者で

あることを示す。上の問題のオファ一家賃関数

を求めると次式のようになる。

ON(h; p, IIN)=max IIN+c(h）十（1-p）α（h)(12) 

家主が競争的であれば、利潤は留保利潤 IIN=

II＊に落ち着く。この場合、（2）式と自2）式から家

主のオファーは任意の hに関して（1 p）α（h) 

だけ高くなる。

両タイプの借家人が直面する市場家賃関数は、

家主のオファ一家賃関数に一致する。したがっ

て、次式を得る。

RN(h)=Ot¥(h; p, IIN) 

終了タイプと更新タイプの付け値関数は、そ

れぞれ（5）式と（8）式である。したがって、家賃一

致条件と限界条件は以下のようになる。

図 1一正当事由条項と家賃関数、付け値関数の関係

R 

。 h 

こでは、両タイプとも曙好が同ーなため、同じ

点を選択している。情報が対称なケースで正当

事由条項が存在する場合、正当事由借家の市場

家賃 R1は、ちょうど立退料の大きさだけ上昇

シフトする。ただし、更新タイプの付け値家賃

Bbも、ちょうど同じ高さだけ上昇シフトする

ため、最適点は E1になり、選択される床面積

や効用水準は何ら影響を受けない。また、終了

タイプには、定期借家が供給されるため、終了

タイプの最適点は Eoのままになる。

しかし、情報が非対称なケースで正当事由条

項が存在し、かつ家主がリスク中立者の場合、

正当事由借家の市場家賃曲線は RNまでしか上

昇シフトしない。これは、家主が平均的な更

新・終了の確率を前提にして行動しているから

である。このため、更新タイプの最適点は Ez

になり、借家需要量、効用はともに増加する。

一方、終了タイプも RN上の契約を選択せざる

をえないため、最適点は E4になり、更新タイ

プとは逆に、借家需要量、効用はともに減少す

RN(h) = Br(h; un 
R~＝B見

(13）る2)0 

(14) 

第 2節第 1項の結果および（13）式と帥式の関係

を図示したものが図 1である。なお、図 lでは、

図が煩雑になるのを避けるため、更新タイプ、

終了タイプの噌好は同ーとしている。

まず、第2節第 1項の結果を説明しよう。正

当事由条項が存在しない場合、両タイプは RF

上で効用が最大になる点（E。）を選択する。こ

非対称情報かつリスク回避的な家主

非対称情報の下では、家主はリスクに直面す

る。そこで、ここでは、家主をリスク回避者と

仮定して分析を進める。

家主の期待効用最大化問題は次式のようにな

る。

m~x IIA=pψ（IIF)+(l p）ψ（Ill) (15) 
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ここで、 ψ（・）はフォン・ノイマンニモルゲン

シュテルン（VNM）型の効用関数であり、 ψH

>O，ψrm<Oである。また、上付きの Aは家

主がリスク回避者であることを示す。

(15）式の 1階の条件を求めると、

o~二Ch十（ 1-p)'I' IIαh 

になる。ここで、

、￥ ψIIJ

n-Pψw十（1 p）ψII, 

要量も減少させ、借家人全体の効用水準を低下

させることになる。

3数値分析

(16) 

この節では、実証研究がRl,RN, RAのどの値

を推定していたのかを検討する。情報の非対称

性が存在し、かっ家主がリスク回避者であると

いう仮定が妥当と思われるため、一般的に観察

される正当事由借家家賃は RAと考えられる。
）
 
7
 

1
 
（
 

である。なお、以下ではVHのhに関する積 このとき、

分値を？で表し、これを「リスク調整項」と RN<RA<R1 

呼ぶ。

一方、家主がリスク中立者の場合の 1階条件

は次式のようになる。

o~二Ch 十（1-p）αh (18) 

ここで、 h>Oである任意の hについて、（Ill<

IIFから、 ψn，＞ ψII'になるため、 VII >lにな

る。したがって、 h>Oである任意の hについ

て、。。式の右辺は、 (18）式の右辺より大きい。オ

ファ一家賃関数の関係は、（16）式と（18）式を積分し

て得られる。ここで、 IIA=II＊になるようなオ

ファ一家賃関数を求めると、 (16）式と（18）式から次

の関係を得る。

OA(h; p, II*) >ON(h; p, II*) (19) 

すなわち、家主がリスク回避者であると、任意

のhについて、リスク中立者のケースよりも、

リスク調整項分だけオファ一家賃が高くなる。

(19）式から、市場家賃関数の関係は、

RA(h) > RN(h) 

になる。

さらに、家主がリスク回避的なほど、任意の

hについてリスク調整項は大きくなる（補論参

照）。したがって、家主がリスク回避的なほど

任意の hについて両タイプが直面する（純）

家賃は高くなる。

もし、家主が十分リスク回避的であれば、観

察される正当事由借家の市場家賃は、図 1の

R1より上方に位置することになる。この場合、

借家法の正当事由条項は、終了タイプはもちろ

ん、本来保護を目的とする更新タイプの借家需
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）
 

mu 
n
’’u
 

（
 

が成立しているならば、正当事由条項は更新タ

イプの借家需要量と効用を増加させていること

になる。一方、

RN<Rl<RA 抗
日
付

n
’’u
 

（
 

が成立しているならば、正当事由条項は更新タ

イプの借家需要量と効用を減少させていること

になる。本稿では、岩田（1997）の推定値を用

いて上記の大小関係を調べる。

岩田（1997）は、正当事由借家と正当事由条

項を回避できると考えられている法人に限定し

て貸し出される借家の市場家賃関数を、それぞ

れ別々に推定している。使用されているデータ

は、東京都の JR中央線（新宿駅から高尾駅

間）、 1995年 8月時点の新規貸し出し家賃であ

る。以下では、本稿との表現を合わせるため、

法人限定借家の市場家賃関数を定期借家のそれ

RFで表し、正当事由借家の市場家賃関数を RA

で表す。日＊を Oと置けば、 RFとRAはそれぞ

れ次式のように表せる。

RF＝γ十βFh (22) 

RA＝γ十βAh (23) 

床面積に依存しない設備、すなわち定数項 y

については福島（1998）の考えを取り入れ、 2

本の推定値の平均値をとる 3）。また、本稿では、

床面積以外の係数は扱っていないため床面積以

外の係数は無視する。

ここで、仮に情報が対称であれば、推定式は、

R1＝γ十β1h (24) 

になり、情報が非対称であり、かつ家主がリス



ク中立者であれば、次のようにある。 考慮、し、移転実費、新たな借家を得るための費

RN＝γ＋βNh (25) 用（仲介手数料、敷金等の差額など）のほか、

立退料の算定方法

前半のモデルより、正当事由借家の市場家賃

関数が定期借家のそれよりも高くなるのは、契

約期間終了後に家主が借家人に立退料を支払う

必要があるからである。そこで、この節では立

退料の算定を行なう。立退料の算定方法につい

ては確定した方法は存在しないが、立退料の考

え方は契約更新拒否によって失われる借家人の

損失を立退料によって補填することにある。そ

こで本稿では、契約更新した場合の家賃と移転

先となる代替借家の家賃の差額を補償できれば

正当事由が具備されると考える。なお、移転先

となる代替借家は従前住居と同等の借家を考え

る。

ここで、立ち退かされる借家人の移転先の期

待市場家賃を r2hと表そう。一方、契約更新し

た場合の期待継続家賃を r2hと表そう。継続家

賃抑制主義の考え方から継続家賃は市場家賃を

下回るのが一般的なため、 r2＞もが成立する。

以上から、割引率を ρで表せば、立退料は次

式のように表せる。

αh＝企!:Lh＝立仁主lh
l＋ρl＋ρ 

位。

(26）式から凶式、（紛式、（23）式の係数の値は、それ

ぞれ次のようになる。

実賃差額の 2～ 5年程度が補償されるべき」で

あると述べている。

そこで本稿では、立退料は家賃差額5年間に

移転実費として引越料金を加えたものとして計

算する。ここで、 5年聞をとるのは、本稿では

できるだけ厳しい条件を設定し、（2D式が成立し

ているかを確かめたいからである。以下同様の

考え方で値を設定している。

借家契約は一般に 2、3年で更新時期がくる

ものが多いため（水本・津野・内田 1999参

照）、ここでは契約期間を 2年間（24ヵ月）と

仮定する九この場合、立退料は 3年目に発生

する。以上から立退料の割引現在価値（月割 1

m＇当たり）は次のようになる。

α＝土~十 h
n二 3(1 ＋ρ） (1 ＋ρ）3・24・h

ここで、 Tは引越料金を示す。

各種引越業者のホームページを閲覧すると、

引越料金は部屋の間取りに応じて変化している。

たとえば、京王運輸では、部屋の間取りと家族

構成と概算料金（平日料金）が紹介されている

（表 1）。

本稿では、表 1を参考に、引越料金を居住者

l人当たり 3万円で計算する。次に、 1995年の

国勢調査（総務庁）によれば、東京都の民間借

家の 1人当たり居住床面積は17.5ばである。こ

βJ＝βF＋α 聞 こでは、若干小さく 15m＇と考える。以上から、

βN＝βF +(l p）α 倒 引越料金を次のように計算する。

βA＝βF +(1-p)Wα 仰）

ただし、岩田（1997）の推定結果から、 βF=

1589.7、βA=2717.99である。

βJとβNの計算

βJとβNを実際に計算するにあたり、さらに

以下を参考にする。 2年契約のアパートにおい

て、家主都合で契約解除する場合の立退料の算

定方法として、水本・津野・内田（1999）は、

「この場合の立退料は、アパートであることも

Th=30,000 if O<h:S:30 

=45,000 if 30<hζ45 

=60,000 if 45<hζ60 

同等借家の差額家賃 5年分の割引現在価値を

求めるためには、当該借家家賃が契約期間の 3

年から 7年後にどのように設定されるか予想す

る必要がある。ここでは、『消費者物価指数年

報』（1995年、総務庁）から得られる東京都23

区内の過去5年間の平均家賃変化率と同じ率で
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表 l 京王運輸の引越料金

部屋数（間取り） 家族構成 概算料金（円）

ワンノレーム 1人 29,000 

2K～2DK 2人 60,000 

3DK 3人 83,000 

3LD K～4DK 4人 110' 000 

4LD K以上 5人以上 150,000 

出所） http : //www. keio. co. jp 

表2 βの推定値および計算値

β 推定または計算結果

βi 1589. 7 

βN 1828. 21 

βJ 2384. 74 
βA 2717. 99 

注）ただし、 βへβJは30m',45m', 60m', ーの値。

図2ー推定結果と計算結果の比較

（万円）
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借家家賃が変化すると仮定する。 1990年から

1995年にかけての平均家賃変化率を計算すると、

変化率は2.04%になる。一方、継続家賃抑制主

義の考え方から継続家賃は変化しないと仮定す

る。

次に、割引率については、家主や借家人の資

金運用として定期預金を考える。ここでは『経

済統計年報.I(1995年、日本銀行）から得られ

る値、すなわち1995年8月時点における定期預

金（ 5年以上 6年未満）の預入金額が300万円

未満の金利2.153%を使用する。

最後に、（約） 2年後に契約更新を望む借家

人、すなわち更新タイプの割合（1 p）を『住

宅統計調査』（1993年、総務庁）に基づいて計

算する。第 1に、 1989年以降に現住居に入居し

た世帯の従前の居住形態における居住期聞をみ

26 季刊住宅土地経済 2002年夏季号

ると、民間借家世帯については 2年から 3年未

満が58.3%ともっとも多く、 1年未満、 I年か

ら2年未満を合わせて72.3%になる。第 2に、

1993年9月時点で、民間借家世帯が現住居に入

居した時期を時期別に比率で表すと、 1991年か

ら1993年9月の聞が44.6%、1986年から1991年

が32.6%になっており、合計で77.2%が1986年

から1991年以降の入居となっている。第2の指

標については、居住期間が終了していないとい

う問題があるが、第 1の指標と合わせて、借家

人の居住期間は概して短い。そこで、本稿では

更新タイプの割合を30%として計算する。

以上から、 βNとがを計算すると、表2を得

る。

表 2を用いて、（22）式から（25）式の値をプロット

すると図2をf尋る。

図2から（2D式が成立していることが確かめら

れる。すなわち、実際に観察された正当事由借

家の市場家賃関数RAはRNより上方に位置し

ているため、家主はリスク回避者であることが

確認できる。ここで、リスク調整項？を計算

すると、

( A＿βり
＋ζ~三官十＝ 4.7
β －βつ

になる。この値が十分高いために、 RAはR1よ

り上方に位置する。したがって、第2に、正当

事由条項は更新タイプの借家需要量と効用を減

少させていることが予想される。

結論

借地借家法の正当事由条項が借家の家賃関数

に与える影響を実証的に研究した論文は、家主

の最適化行動を考慮、したモデルのみに依存して

いたため、借家人の借家需要量や付け値関数に

与える影響を読み取ることができない。そこで、

本稿では、それらを評価できるへドニツク・モ

デルを構築した。

その結果、家主が契約を結ぼうとしている借

家人の契約更新希望の有無を事前に知ることが

できず、かつリスクに関して十分に回避的なら



ば、実証研究で示された借地借家法の正当事由

条項の市場家賃上昇効果は、更新を望まない借

家人はもちろん、更新を望む借家人の付け値曲

線も大きく上昇させ、借家需要量を減少し、効

用水準の低下を招いていることを明らかにして

いる可能性があることを証明した。さらに、実

際の推定結果が、上記の条件を満たしているか

どうか計算したところ、家主はリスク回避的に

行動していることが確認された。すなわち、家

主はリスク中立的に行動するときに比べ、床面

積 1m2当たり約1.5倍（βA加N）家賃を割増して

いる。この値が十分大きいために、正当事由条

項は更新タイプの借家需要量を減少させ、効用

水準の低下を招いている可能性があることが間

接的に確認できた。

ただし、本稿で計算した立退料の値が判例な

どと照らし合わせて妥当かどうかは確認できな

かった。この点については今後の課題としたい。

補論：リスク調整項とリスク態度

当初の VNM型効用関数よりリスク回避的な効

用関数を得るには、当初の VNM型効用関数を単

調増加凹変換すればよい。そこで、次のような新

しい VNM型効用関数 φ（ψ（II））を考える。ここで、

φ（・）は単調増加の凹関数である。この関数の（17）式

に対応するものを求めると次のようになる。

φ 一 φ［］1

日＝ pφrr•+(l-p）φ［］1 
(30) 

ここで、（30）式から（17）式を差し引くと、（3D式を得る。

sign ② H 'It［］ニsignψll＇ψrr1（φ［］1ー φrr') (3D 

ここで、 Ill<IIFから ψ（IIl) ＜ψ（IIF）になるため、

φrr1＞φrになる。したがって、仙式の符号は正に

なる。以上から、新しいリスク調整項を φとすれ

ば、 φ＞'I'が成立する。

＊住宅経済研究会の発表において、参加していただ

いた方々からは貴重なご意見をいただいた。また、山

鹿久木講師（筑波大学）からは、本稿を作成するうえ

で有益なご助言をいただいた。ここに記して感謝した

い。なお、本稿に残る誤りはすべて著者の責任である。

｝王

1）内田（1997）は、このように借家人と家主の必要

度比較原則を維持しない立退料には問題があるとし

ている。

2）一般に、噌好が異なる場合、更新タイプの中に契

約E.を選択したり、終了タイプの中に E3を選択し

たりするものが存在する。ただし、いまあげた契約

を選択する更新タイプは、 RI上ではなく RN上を選

択できるという意味で、やはり借家需要量、効用水

準はともに増加している。また、 E3を選択している

終了タイプについては、 RF上ではなく RN上を選択

せざるをえないという意味で、借家需要量、効用水

準はともに減少する。

3）岩田（1997）の推定によれば、床面積に依存しな

い設備水準（定数項）は法人限定借家（定期借家）

のほうが正当事由借家より値が大きい。

4）大竹・山鹿（2001)の定期借家のサンプルでは、

一戸建ての53.66%が2年から 3年の契約期間であり、

マンションのそれは68.47%になる。
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研究論文

地価と
マーケット・ファンタfメンタルズ
吉岡孝昭

はじめに

戦後日本の地価変動（図 1）は、都市間で大

きくその様相を異にしている。すなわち、全国

地価や六大都市を除く全国地価は、 1990年噴ま

で日本経済の高度成長と土地神話など地価上昇

期待を反映して GDPを上回る伸びを示してい

たが、その後のパフゃル崩壊とともに GDPを下

回って下落を続けている。しかし、これを大き

くとらえれば、全国地価は GDPとの議離は少

なく、 GDPとよく似た動きをしていることが

みてとれよう。他方、六大都市（東京、大阪、

横浜、名古屋、京都、神戸市）の地価をみると、

パブツレ期までは、都市化による集積のメリット

などから、全国をいくぶん上回っていたものの、

1985年以降、東京都心部の商業地に端を発した

地価高騰は、東京圏の住宅地などに波及し、そ

の後、 1988年から1989年にかけて大阪圏、名古

屋圏などへと地価高騰を波及させ、結果的に、

大きく GDPと乗離することになった。

こうしたなかで、これまで、地価の時系列分

析に基づく先行研究として、パフ、ル検出を目的

にした井出（1992）や、それを発展させようと

した吉岡・山田（2002）があるが、いずれも全

国地価を用いた分析であった。このように、大

都市と地方都市とを区別するという視点からの

時系列分析による地価の研究が不足I）している

ので、この問題に検討を加えるのが本稿の目的

である。もっとも、ここでは、統計上の制約

（サンプル数を満たす都市別の長期時系列デー
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タ入手難）などから、今次バブルの影響をきわ

めて強く反映し GDPから大きく議離した六大

都市の地価と、比較的軽微だった全国（除く六

大都市）の地価との分析に絞って検証すること

とした2）。

本稿の構成は次のとおりである。まず第 1節

では、地価変動理論であるマーケット・ファン

ダメンタルズ方程式と、 1980年代後半からのバ

ブル期における地価決定に関する先行研究など

を整理し、マーケット・ファンダメンタルズを

評価する場合の金利等の問題点について論じ、

本稿の研究の位置づけを明確にする。そのうえ

で、第 2節で単位根・共和分分析等、非定常時

系列分析を通じて、六大都市やその他都市の地

価関数がマーケット・ブアンダメンタルズに基

づく長期関係によって説明できるか否かについ

て検証する。第 3節では、第2節で検証した地

価との長期関係をもとに、金融変数や各種ダミ

ー変数を組み込んだ誤差修正モデル（Error

Correction Model、以下「ECMJという）に

よって短期分析が可能か否かを検証し、本稿の

仮説 長期的に土地市場のマーケット・ブア

ンダメンタルズによって変動するが、他方で短

期的には、金融市場、とくにマネーサプライか

らも大きな影響を受けている が、大都市と

その他地方都市に区別しても妥当するか否かに

ついて論じる。最後に、本稿の結論と今後の政

策的インプリケーションなどについて取りまと

める。



l地価変動理論と先行研究

地価は、経済理論では、将来地代の割引現在

価値で決定されるので、通常、数学的には Pt

をt期の地価、 Rtをt期の債券利子率、 Vtを

t期の地代、 Etを t期の情報に基づいて形成

される条件付き期待値を表すオペレータとする

と、次の(1）式のとおり定式化される。これをマ

ーケット・ファンダメンタルズ（以下、

「MFJ という）方程式と呼ぶ。

pt TC¥Iも Vt+i 1~ V 
-LC, L戸1U子RYJ寸 R

地価（Pt）は、（1）式の MFである ptに、

「ノてフ、ル」と呼ばれる変数Btを組み込み、（2）式

のように修正される。

P1=Pt+B1 

ただし、 B1(l十R1）二E1(B1+1）。

この地価変動理論で1980年代後半の地価高騰

が、ブアンダメンタルズによって説明できるか

否かに関して意見が分かれている。

宮尾 (1991）、原田・井上 (1991)、岩田

(1992）などはいず、れも実証的な裏付けはない

が、基本的にファンダメンタルズによって説明

できるとの立場に立っている。一方、野口

(1989）は、東京におけるピーク時の地価水準

のうち半分程度がパブ向ルであると最初に結論づ

けた3）後、経済企画庁 (1988,1990）、西村

(1990, 1995）、山田（1995）、田淵（1995）など

は、それぞれ考え方に違いがあるが、バブルの

図1 名目 GDPと市街地価格指数（全用途平均）の推移

200 
1955年ド期＝ 1.00 

六大都市

150 
‘‘
 

100 

50 

.... －全国

・・一一主主主戸＝＝＝＝全国（除く六大都市）
名目 GDP

0 
1955 1975 1985 1965 

出所）日本不動産研究所『市街地価格指数J、日本銀行『経済統計月報』。
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阪商業大学大学院地域政策学研

究科博士前期課程修了。 2002年

大阪大学大学院国際公共政策研

究科博士後期課程修了、大阪大

1専士。

論文： 「都市システムと中心性

の分析」ほか。

存在を認めている。これらの論議に不足してい

る実証分析に対し、金本（1992）、山崎（1994)

はバブルを統計的に検証することが容易でない

と指摘しているが、 1980年代後半の地価上昇が

バブルであったか否かについては、①推計され

たファンダメンタルズ価格と実際の価格を比較

して、その希離幅の妥当性を議論する方法（経

(2) 済企画庁 1991)•l と、②発散的なバブルが存在

(1) 

する場合、データが定常性を満たさなくなると

いう視点から地価のパブ介ルの存在を検定する方

法（井出 1992)5lとの 2つで研究が行なわれて

いる。しかし、その後の地価下落時をも含めた

時系列分析は、吉岡・山田（2002）を除きあま

り行なわれていない。

これは、戦後長いあいだ、金利が政策的に規

制されていたため、金利形成に歪みが生じてお

り、時系列で MFを評価する場合の問題点と

なっていること引）に加え、パフ、ル崩壊後の地

価下落時に、景気対策を通じた間接的なものと

はいえ、金利が政策対応として引き下げられた

にもかかわらず、期待の弱気化を変化させるこ

とができず、地価が下落を続けたこと

1995 

（年・ド期）

に原因があるのではないかと思われる。

また、時系列分析にあたって、適切

な金利変数の選択は、コールレート、

長期国債レート、約定平均金利など、

さまざまな考え方があるが、いまだ確

立されたものは存在しない。そこで本

稿では、 MFで評価する場合、金利に

加え、マネーサプライを考慮すること

で、この問題に関しひとつの解決策を

提示するとともに、短期的な期待形成
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表 l 単位根検定 (UnitRoot Tests) 

全用途・レベル
住宅地・レベル
商業地・レベル
工業地・レベル

全 国
全用途・ I階差

住宅地・ 1階差

商業地・ l階差

工業地・ l階差

全用途・レベル
住宅地・レベル
商業地・レベル

地 価 工業地・レベノレ

(land) 六大都市
全用途・ l階差

住宅地・ 1階差

商業地・ 1階差

工業地・ 1階差

全用途・レベル
住宅地・レベル
商業地・レベル

全 国 工業地・レベノレ
（除く六大
都市） 全用途・ I階差

住宅地・ l階差

商業地・ l階差

工業地・ 1階差

全 国
レベル
l階差

MFで算出
レベノレ

された地価 六大都市
I階差

(MF land) 

全国（除く レベノレ
六大都市） 1階差

マネー
レベル

サプライ 全 国
I階差(M) 

Test Statistics 

ADF pp 

1. 81 2.05 
1.12 ← 1.13 
1.28 1.90 
2.79 3. 43 

3.39 -24.10 
3.92 27.99 
3.25 21.61 
3.22 22.68 

1.38 2.35 
0.96 1.54 
1. 90 0.25 
2.39 4.85 

2.98 19.98 
3.40 26.26 
2.90 14.76 
3.10 21.22 

1. 71 -1 87 
1.02 一107 

-1 21 1.62 
2.53 3.21 

3.54 -26.27 
3.88 28.73 
3.37 24.09 
3.60 25.56 

2.33 6.52 
4.55 26.64 

2.53 6.75 
4.59 -28. 94 

2.37 6.57 
4.52 28.50 

0.01 1.08 
3.52 30.95 

p t電

ADF pp 

0.701 0.969 
0. 926 0.987 
0.893 0.973 
0.200 0.918 

0.053 0.031 
0.011 0.013 
0.075 0.051 
0.081 0.041 

0.867 0.960 
0.949 0.980 
0.652 0.995 
0.385 0.832 

0.137 0.071 
0.051 0.019 
0 .161 0.194 
0.106 0.055 

0.447 0.809 
0.511 0.828 
0.679 0.864 
0.118 0.736 

0.036 0.019 
0.013 0.011 
0.055 0.031 
0.030 0.023 

0.416 0.704 
0.001 0.018 

0.312 0.674 
0.001 0.011 

0.395 0.700 
0.001 0.012 

0. 994 0.999 
0.037 0.007 

ラグ次数

ADF pp 

3 3 
3 3 
3 3 
3 3 

3 3 
3 3 
3 3 
3 3 

3 3 
3 3 
3 3 
3 3 

3 3 
3 3 
2 2 
3 3 

3 3 
3 3 
3 3 
3 3 

3 3 
3 3 
3 3 
3 3 

3 3 
3 3 

3 3 
3 3 

3 3 
3 3 

3 3 
3 3 

2地価の長期均衡

関係

地価とマーケッ卜・ファ

ンダメンタルズの関係

本節では、全国、六大

都市、全国（除く六大都

市）を、それぞれの対象

地域をひとつの土地市場

と考え、地価がマーケッ

ト・ファンダメンタノレズ

をベースにした長期均衡

関係が存在するか否かに

ついて検討を加える。

出所） tJ本不動産研究所『市街地価格指数』、円本銀行『経済統計月報1、経済企画庁 f県民経済計

算年報I。

そこで、 MF方程式に

よって算出される試算地

価を「MFland」と呼び、

その MFlandと地価と

のあいだにみられる 2変

数の関係を分析していく。

その際、地価は市街地価

格指数（全国、六大都市、

全国［除く六大都市］）

を用いた九地価決定に

関する理論的な考え方で

ある MF（地代／金利）
注）計測期間 1956年上期～1997年下期。データはすべて対数値。

に重要な役割を果たしていると思われるマネー

サプライの影響をも同時に検証することとした。

他方、地価下落時への対応から間接的ではある

が、金利が政策的に利用されていたこと（地価

が金利に先行）については、グレンジャー・テ

スト（Granger1969）などによる先行・遅行

関係の分析で検証する。

これまでの戦後日本の地価変動をめぐる時系

列分析による先行研究では、このような視点に

加え、大都市と地方都市とを区別するという視

点が欠けていたので、以下で議論したい。
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で算出される地価は、地

代の代理変数として県民総生産9）を用い、金利

は全国銀行約定平均金利により計算した。なお、

地代の代理変数として用いた県民総生産の算出

にあたっては、該当都市を含む都道府県分を集

計した。金利は全国、六大都市、全国（除く六

大都市）とも同じ金利を用いた 10）。

この 2変数（地価と MFland）を対数変換

し、 2変数聞の「長期的関係」の適合度を、共

和分分析により検証する 11）。ここで、 2変数の

あいだに共和分関係が成立すれば、 2変数には、

“つかず離れず”の関係があること、すなわち、

長期均衡関係の存在が確認でき、地価は、土地

市場のマーケット・ファンダメンタルズに基づ



表2-Johansenの最大固有値検定・トレース検定

最大固有値検定 トレース検定

全用途平均 21. 6097 31.1733 

全 国
住宅地 12.7502 20. 7969 

商業地 19.3555 28.6621 

工業地 25.2363 33.0272 

全用途平均 20.0088 21. 8340 

六大都市
住 宅地 17.8805 19.2742 

商 業地 12. 5531 15.9335 

工業地 27.3649 18. 7705 

全 国
全用途平均 18. 5610 28.9613 

（除く
住宅地 12.5543 19.9793 

六大都市）
商業地 18.3810 27. 5107 

工業地 20.6657 29.4372 

5%臨界値 14.8800 17. 8600 

10%臨界値 12.9800 15.7500 

出所）日本不動産研究所『市街地価格指数』、 H本銀行 I経済統計

月報』、経済企画庁『県民経済計算年報』。

注）最大固有値検定・帰無仮説［r=O］、対立仮説［r=l］、トレー

ス検定ー帰無仮説［r=O］、対立仮説［r>l］。計測l期間ー 1956年

上期～1997年下期。

いて変動していると結論づけることができょう。

なお、バブル検出を目的に分析を行なった井

出 (1992）は、地価、地代、金利の 3変数の分

析を行なったが、単位根検定において、井出

(1992）の用いた変数の実質金利がレベルで定

常であるとの結果を得たことなどから、共和分

分析の変数に用いず、本稿ではあえて地価と

MF方程式によって算出される試算地価との 2

変数聞の関係をみることとした。このため、か

なりきびしい制約を課すこととなったので、計

測結果については、この点いくぶん割りヨ｜いて

判断する必要があろう。

単位根検定・共和分分析

共和分検定を行なう前に、各変数の単位根

(Unit Root）検定を行なう。まず、地価、 MF

land （県民総生産／金利）、マネーサプライの 3

変数1川こ単位根がいくつ存在するかを調べる。

共和分分析を行なう前に、名目地価と MF

landとがそれぞれ非定常過程（I(l））であるこ

とを、 ADFテスト（Augmented Dickey-

Fuller test; Dickey and Fuller 1979）、 ppテ

スト（PhillipsPerron test; Perron 1988, Phil-

lips and Perron 1988）により確認した。この

問、 ADFテスト時のラグ（k）の設定は、半

表3ー共和分ベクトル（Cointegration Vector) 
地価二 1としたときの MF（県民総生産／利子率）

全 国 六大都市
全 国

（除く六大都市）

全用途平均 0.5747 0.7876 0.5984 

住宅地 0.8257 0.9569 0. 8517 

商業地 -0.4547 。ー7827 0.3954 

工業地 0.5317 0. 6316 0.5340 

出所）日本不動産研究所 I市街地価格指数J、日本銀行「経済統計

月報J、経済企画庁『県民経済計算年報』。

注）計測期間： 1956年上期～1997年下期。

期データであることを考慮、したラグ（k壬3)

をとり、 AIC2基準により、最適なラグ数を

決定した。 ADFテスト推定モデルは次のとお

りである。
k 

ムX=aXrl 十 ~biムXr 1+ct+d＋εt (3) 

ただし、 t：トレンド項、 d：定数項、 εt：誤差

項、 a,h, c：パラメータ。

単位根検定の結果（表 1）をみると、地価、

MF land、マネーサプライの各変数ともレベル

では単位根を持ち、 1次階差では定常となっ

た13),1九

非定常系列聞の定常的一次結合を共和分

( Cointegration）といい、その係数行列は、共

和分ベクトル（CointegrationVector）と呼ば

れる。共和分の推計には、 Johansen(1988) 

の最尤推定法を用い検証を行なった。

共和分検定の結果（表 2）、計測期間中、地

価と MFlandには、共和分関係が存在するこ

とが、統計的にも確認された。

計測された表3の共和分ベクトルは理論から

期待される符号条件（地価は 1に基準化、 MF

landは負の値）などを満たしており、 MF

landが上昇（下落）すると、地価も上昇（下

落）し、共和分の存在が確認された。このこと

から考え、地価は長期的には、土地市場のマー

ケット・ファンダメンタルズによって変動する

ことが明らかになった。

3地価の短期関係

地価の短期的な変動メカニズムを検証するた

め、すでに前節で地価と MFlandのあいだに

地価とマーケット・ファンダメンタルズ 31 



表4一地価関数（全国・六大都市・全国［除く六大都市］）の推計結果

全用途平均 住宅地 商業地 工業地

係数 t 値 p f直 係数 t倣 p f直 係数 t値 p f直 係数 t 値 p {i直

EC!( 1) 0.030 4.64 0.000 

EC2( 1) 0.033 -3.43 0.001 

EC3( 1) 0.025 一418 0.000 

EC4( 1) 0.035 5.15 0.000 

ムlandn( 1) 0.522 8.99 0.000 0.582 9. 74 0.000 0.519 8 .14 0.000 0.510 9.04 0.000 

~MF( 1) 0.044 1.30 0.198 0. 062 1.51 0.134 0.048 1.32 0.191 0.016 0.41 0.684 
全 国

ムM 0.274 2.94 0.004 0.392 3.77 0.000 。193 1. 99 0.051 0.360 3.56 0.001 

ムM×D乱11 0.337 5.35 0.000 0.224 3.32 0.001 0.343 5.06 0.000 0.389 5.56 0.000 

ム孔1F×DMZ( 1) -0.136 1. 94 0.056 -0 145 1. 75 0.083 0.207 -2 80 0.006 -0.027 。.360. 720 

定数項 0.017 2.00 0.049 -0.085 3. 97 0.000 0.050 3.15 0.002 0.033 2.86 0.005 

adj. R2 0.90 0.86 0.90 0.89 

D.W 1. 61 1.66 1. 75 1.67 

ECl( 1) 0.048 4.55 0.000 

EC2( 1) 0.057 -4 27 0.000 

EC3( 1) -0.035 3.28 0.002 

EC4( 1) 0.052 -5 41 0.000 

ムlandn( 1) 0.505 7.97 0.000 0.459 6.92 0.000 0.613 8.52 0.000 0.481 7. 91 0.000 

ムMF( 1) 0.099 1.51 0.136 0.106 1.59 0.116 0.124 1.54 0.127 。.062 0.91 0.365 
六大都市 ム乱f 0.252 1.67 0.100 0.530 3. 45 0.001 0 .104 1.40 0.166 0.251 1.56 0.123 

ム乱4×D乱11 。.693 5. 74 0.000 0.516 4.61 0.000 0.618 4 .14 0.000 0.783 6.27 0.000 

~MF×DM2( 1) 。.396 3.00 0.004 0.411 -2.98 0.004 -0.493 2.82 0.006 0.193 1.52 0.133 

定数項 -0.051 4.50 0.000 0.170 4. 78 0.000 -0.052 3.16 0.002 0.043 2.93 0.005 

adj. R2 。.87 0.86 0.85 0.86 

D.W. 2.12 1. 92 1.92 2.12 

ECl ( 1) 0.029 4.32 0.000 

EC2( 1) 0.031 3.89 0.000 

EC3( 1) 0.022 3.99 0.000 

EC4( 1) -0 .035 4.62 0.000 

ムlandn( 1) 0.545 9 47 0.000 0.612 10.35 0.000 0.525 8.06 0.000 0.496 7.97 0.000 
全国 ムMF( 1) 。.043 1.30 0.198 0.063 1. 53 0.131 0.045 1.59 0.116 0.014 0.32 0.753 
（除く六 ム乱f 0.318 3.44 0.001 0.413 2.93 0.004 0.188 1.89 0.063 0.409 3.65 0.000 

大都市） ム乱f×DMl 0.296 4.80 0.000 0.199 2.93 0.004 0.333 4. 94 0.000 0.348 4.51 0.000 

ム乱1FXD孔12( 1) 0.117 1.69 0.094 -0 130 1.58 0.118 0.181 -2 50 0.015 -0.020 0.24 0.812 

定数項 0.014 1.67 0.100 -0 077 3. 79 0.000 0.065 3.20 0.002 0.039 2.76 0.007 

adj. R' 0.90 0.86 0.90 0.87 

D.W 1. 61 1.65 1. 74 1. 95 

出所）日本不動産研究所『市街地価格指数』、経済企画庁『県民経済計算年幸刷、 H本銀行『経済統計月報』。

注 1）推計期間： 1959年下期～1997年下期。

2) land! （全用途地価平均）、 land2 （住宅地地価）、 land3 （商業地地価）、 land4 (I業地地価Jo
3）記号についた（ ）内係数は自己ラグ。ムは 1階差。

マネーサプライの影響を組み込んだ時に共和分

関係とよばれる長期均衡関係が確認されている

ことから、こうした長期均衡関係の存在をベー

スにマネーサプライの影響とダミー変数を組み

込んだ ECM型の地価関数について、全国、六

大都市、全国（除く六大都市）の 3つの角度か

ら分析する。

全国、六大都市、全国（除く六大都市）の各

ECM型地価関数の計測にあたっては、被説明

変数を、全国、六大都市、全国（除く六大都
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市）における全用途平均・住宅地・商業地・工

業地の地価指数の対数前期差（ムlandl～4）と

し、説明変数としては、①期待を含む短期的な

調整ラグの存在に対応した地価の自己ラグ項、

②MF方程式から算出された試算地価の対数

前期差（~MF land）、③「経済主体は、長期

均衡からの恭離があれば、その議離の一定割合

を当期に修正するように行動する」という考え

方に基づく「誤差修正項」（EC）、④マネーサ

プライは対数前期差（ムM）、⑤山田（1995)



が指摘するように、地価変動サイクルでの上昇

期最後の局面が金融緩和と重なるときには、急

激な地価高騰が発生してバブルを含んでいる可

能性が高いことを実証するため、地価が急騰し

た1960～1961年、 1972～1973年、 1986～1990年

を1、その他は Oとするダミー（DMl：マネ

ーサプライ係数ダミー）を使用した。さらに、

⑥期待の弱気化からパフ、ル崩壊以降地価下落が

続いているため、 1992年以降を 1、その他は O

とするダミー (DM2：マーケット・ファンダ

メンタルズ係数ダミー）を使用し、その影響を

計測してみた。定式化は次の式で表される。

ムlandnt＝αムlandnt 1＋βムMFlandt i 

+rECt l 十 δムMt十 t~Mt × DMl (4) 

+7JムMFlandt~1 × DM2+C十 εt

ただし、 ECnt=land nt B MF landt、εt：誤

差項、 α，/3,,, a, t, 7J，θ：パラメータ。

本稿での仮説から、期待される符号条件は、

誤差修正項、マーケット・ファンダメンタルズ

係数ダミーは負の値、一方、自己ラグ項、 MF

land、マネーサプライ、マネーサプライ係数ダ

ミーは正の値である。

計測結果（表 4）をみると、①地価は、前期

以前の地価が上昇（下落）していれば、これを

もとに当期も上昇（下落）すると期待する傾向

がある。②MFlandの t値は高くないが、前

述したように、 MFを計測するのにかなりきび

しい制約を課したことから判断すれば、前期以

前の MFlandが上昇（下落）すれば当期の地

価が上昇（下落）するなど、まさに MF方程

式の関係が成り立っていると考えてもよかろう。

もっとも、工業地の t値は低いが、地代の代理

変数を県民総生産から民間投資に変更するとモ

デルは明らかに改善し、 MFが成立するなど、

中期変動に基づく動きをしていることが推測で

きょう。また、③地価がMFlandから導き出

される「長期関係j以上に上昇（下落）すれば、

それを均衡に戻すように調整する（誤差修正項

がマイナス）という関係がみられる。④マネー

サプライが増加する時、地価は上昇し、⑤地価

表5 地価と金利の関係

貸出約定平均金利

グレンジャー・テストけ也価先行 2.665＊事

( 4期ラグ・ F値） 士也価遅行 1. 212 

時差相関係数 0.556 ( 5) 

出所）円本銀行『経済統計月報j、H本不動産研究所 l市街地価格

指数J。
注 1）地価は第2・4凹半期は対数の平均。＊＊は 5%有意。

2）時差相関係数は 8～十 8期内で最大のもの。

3) ( ）内はラグ期間（マイナスは地価先行）。

4）推定期間 1992年第l四半期～1999年第 l四半期。

変動サイクルでの上昇期最後の局面が金融緩和

と重なるときには地価の上昇を加速させ、バブ

ル発生を含んでいる可能性が高いことがマネー

サプライの係数ダミーによって示唆されている。

さらに、⑥期待の弱気化からパフやル崩壊以降地

価下落が続いているが、マーケット・ファンダ

メンタルズ係数ダミーがマイナスとなり、しか

も、マイナス幅も大きく、対象期間の1992年以

降、マーケット・ブアンダメンタルズが上昇

（下落）すると、逆に下落（上昇）するとの結

果を得た。これは、景気回復をねらった金融面

等での挺子入れが、期待に影響を与えることが

できず、地価が下落し、一方で、金利が景気政

策的に期を追って引き下げられたため、 MF方

程式から導き出される地価は上昇する計算結果

となっているにもかかわらず、現実の地価は下

落し続けたことを表していると考えることがで

きょう。その意味でこのダミーは、ケインズの

美人投票的な期待弱気化もしくは、期待弱気化

がTirole(1985）の共通の確信を表す指標と

考えることもできょう。

そこで、上記の解釈を別の角度から検討する

ため、地価の金利に対する先行・遅行関係につ

き、四半期データによる対数4期差を利用した

2変数VARによるグレンジャー・テスト、時

差相関係数を用い検証した。そこで得られた結

論は、表5のとおりである。すなわち、地価と

金利（貸出約定平均金利）との関係についてみ

ると、グレンジャー・テストでは、 1992～1999

年の時期に、地価の金利に対する先行性が確認

された。また、時差相関係数でも、地価が5期

先行性を示すなど、資産価格上昇・崩壊の対応
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策として操作変数である金利が活用されてきた

事実がこの点からも読み取れる。このことから、

本節で行なったマーケット・ブアンダメンタル

ズ係数ダミーの解釈が相応の妥当性を有するの

ではないかと思われる。

このように、前期比型の関数としての説明力

についてみると、決定係数は高く、統計的有意

性についても、 MFlandで、工業地を除きほ

ぽ満足しうる結果が得られている。したがって、

経済的な解釈に留意しつつ問、ここで計測され

たような短期の地価関数を地価の分析・評価に

用いることは有用と考えられる。

おわりに

最後に、本稿での結論を取りまとめておこう。

今次パフ、ルの影響がきわめて強く、県民総生産

から大きく希離した六大都市の地価や、比較的

軽微だった全国（除く六大都市）の地価との分

析を通じ、戦後日本の地価変動は、短期的には

将来に対するさまざまな期待を反映し、大きく

変動することがあるが、基本的には、六大都市、

全国ともマーケット・ファンダメンタルズ（土

地が生む地代と金利）によって、経済理論的に

説明できることを明らかにした。すなわち、地

価は、長期的に土地市場のマーケット・ファン

ダメンタルズによって変動するが、他方で短期

的には、金融市場、とくにマネーサプライから

も大きな影響を受けていると結論づけることが

できょう。

これらの結果からみると、地価は経済成長と

期待を反映する土地市場で決定されるので、資

産価格のひとつである地価の動きそのものを政

策のターゲットにすることは適当でなく、とく

に期待に影響を与える政策はとるべきでないし、

事実成果もあがらないことは明らかである。し

かし、地価はいったん急騰し始めると、なかな

か止められないのがバブル期の教訓のひとつで

あるため、今後とも地価の動向には景気や物価

の先行きとの関係で、十分な関心を払っていく

必要があろう。したがって、今後、政策当局が、
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振れの少ないマクロ経済環境を作り出していく

ことが、人々の期待の安定化を通じて、地価の

大きな変動を未然に防ぎ、ひいてはマクロ経済

運営の円滑な遂行に役立つていくのではないか

と思われる。

このように、今次ノてブルの影響がきわめて強

く反映した六大都市の地価も含め、長期的関係

や短期的関係がマーケット・ファンダメンタル

ズやマネーサプライなどに基づいておおむね説

明できるので、マクロ経済的な解釈に留意しつ

つも、今後、実体経済の回復へ向けた政策対応

に加え、不良債権処理を通じた金融の健全化、

さらには不動産の証券化、税制見直しなどによ

り、土地市場を一段と活性化させる適時適切な

政策運営が求められよう。

今後は、地価変動の質的相違などに関し分析

を深めるとともに、不良債権処理を通じた健全

な金融機能の回復と、同時に土地市場の機能向

上策を通じた地価の健全な価格形成のための処

方筆づくりに関する研究に励んでいきたい。

＊本稿は、山田浩之教授（羽衣国際大学）との共同

研究成果の一部を加筆・修正したものである。本稿の

作成にあたり、跡田直澄教授（慶慮義塾大学）、森棟公

夫教授（京都大学）、中村良平教授（岡山大学）ならび

に住宅経済研究会参加者の各氏から貴重なご意見を頂

戴した。記して感謝の意を表したし〉。なお、含まれる

誤謬の一切の責任が著者にあることはいうまでもない。

｝ま

1) 1980～1990年代に地域聞に地価上昇が波及した空

間的モデル分析は、肥田野・山村・樋口 (1994）、安

藤（1999）などにくわしい。

2）時系列データのある、全国、六大都市と全国（除

く六大都市）の分析を行なった。

3）東京、名古屋、大阪の商業地で推計した収益還元

地価と現実の地価との議離が1980年代後半に発生し

たと論じた。

4）この方法は基準時点の取り方で飛離発生時期が異

なるという問題がある。

5）井出（1992）は、バブルの存在を否定できないと

しつつも、確認するまでには至っていない。

6）本稿では、①長期時系列データがあり、②金融機

関が個別に貸出を行なう長期金利であるため、約定

平均金利を用いた。預金歩留まり調整などは、今後

の課題とした。



7)短期モデルとしての井出（1992）の ECMは、金

利のパラメータが正の値となっている問題がある。

8）地価は名目ベースで定義されることが多いため、

名目ベースで分析を行なう。

9) GDPを全園地代の代理変数とするのは、吉野

(1992）、井出（1992）など、一般的に分析に用いら

れている。これと同様に、県をひとつの土地市場と

みなしたとき、そこから得られる価値フローは県民

総生産の一定率部分であり、地代に対応できるもの

と考えることができょう。

10）約定平均金利は地域ごとに異なるものの、地域別

の長期データが不足していることから、地域ごとに

同ーと仮定して分析を行なった。理論的にも、長期

国債レートは全国同一であるので、無理な仮定では

なく、相応の妥当性があるものと思われる。

11) 名目地価と MFlandとのあいだの長期的関係は、

変数のレベルを用いた最小 2乗法などの手法では、

「見せかけの相関」を排除し難いため、共和分ベクト

ルの推計による共和分関係の有無の検定を行なった。

12）変数はすべて暦年半期データを用い、原係数を自

然対数に変換する。 Jandl～4は、おのおの全国の全

用途平均、住宅地、商業地、工業地の名目地価指数

（「市街地価格指数」日本不動産研究所）である。ま

た、地代の代理変数として県民総生産（Y＂）を使用

し、半期データの推計には名目 GDPなどを利用して

算出した後、自然対数に変換した（『県民経済計算年

報』経済企画庁）。金利（ r）は、全国銀行平均約定

金利（『経済統計月報J日本銀行など）を用いた。マ

ネーサプライ（M）は、 M2十CD（『経済統計月報』

日本銀行など、 CDは1979年 5月以降）を白然対数に

変換して用いた。

13) 1階差で定常であれば、それ以上階差処理を施し

ても定常性は棄却されないが、念のため 2階差まで

検定したが定常となった。

14）井出（1992）との比較は、吉岡・山田（2002）を

参照。

15）実証的に確認された地価関数の計測結果の意味を

マクロ経済的に解釈するにあたっては、次の点につ

いて留意しておく必要がある。すなわち、①本稿てる

のMFの推計は、各時点で、将来に向かつて、地代、

金利一定という仮定があり、②長期のダイナミック

な予測力は限定的に止まっている可能性がある。③

全園地価関数で地価変動がおおむね説明できること

は、地価がほぼ経済活動に見合った変動をしている

にすぎない。
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海外論文紹介

容積率規制による開発制約の実証分析
Fu, Y. and C. T. Somerville (2001）“Site Density Restriction: Measurement Empirical Analysis，”journal of 

Urban Economics, 49, pp.404-423. 

はじめに

日本経済復活の原動力として都市再生に向けた取

り組みが本格化するなか、その実現にむけた具体的

Helsley and Strange (1995）と Burueckner

(1998）のモデルを応用している。ただし、これら

の論文では地方政府間の水平的な相互作用を分析し

ているのに対して、 Fuand Somerville論文では地

な政策として容積率規制の緩和が組上に上っている。 方政府間の垂直的な相互作用を分析している。

しかしながら、土地利用規制に関する実証研究の多

くは、土地利用の外部性やゾーニングに焦点をあて
2モデル

るものが多く、容積率規制に焦点をあてる文献は少 Lm＇の敷地でオフィスビルを開発するケースを想

なかった。ここで紹介する Fuand Somerville論文 定する。 Qを床面積、 Kを資本、オフィス床面積の

は、容積率規制が都市開発に与える影響の大きさを 生産関数Fは一次同次の凹関数であるとすると、床

計測するためのモデルを構築した先駆的な論文で、 面積は、

さらに、そのモデルを拡張し、上海地区の不動産市 QニF(K,L) (1) 

場のデータから、容積率による制約がどのような地 として表される。 SニK/Lは構造的な密度を示して

方政府のインセンティヴによってもたらされている いるとすると、使用容積率hは、

のかについて分析をしている。 h三Q/L=F(K/L,1）三f(S) (2) 

Fu and Somerville論文のアプローチは、土地・

資本価格比が土地と資本の技術的限界代替率

(RTS）に等しいときに地価が最大化されるという

標準的な結論を基礎にしている。しかしながら、こ

の論文の特徴は、容積率規制がbindingではないと

きには、われわれの直感には反して、地価は使用容

積率のみの関数となり、混雑や土地利用パターンと

いった地域属性は地価に影響を与えず、容積率規制

がbindingのときだけ、地域属性が地価に影響を与

える、ということを示した点にあろう。

1先行研究

土地利用規制の社会的厚生や都市ノfターンに与え

る影響を考察する理論的な文献は枚挙にいとまがな

いが、これらの研究のほとんどは、 Wallace

(1988）や Pogodzinskiand Sass (1994）などゾー

ニングを対象にしており、容積率については、

White (1988）が部分的に洞察している程度である。

ただし、 White(1988）においても規制の強さを簡

潔に表現する手法は欠けていた。また、土地利用規

制に関する政府間の戦略的相互作用については、
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と表せる。 Sニf'(h）より、 Iを資本価格とすると

使用容積率hのときの土地 ld当たりの上物部分の

費用関数とその限界費用関数は、それぞれ次のよう

に導かれる。

c(h）ニiS二 if-1(h) (3) 

c'(h）ニi/f'(S）ニi/FK>O (4) 

次に、床面積 lm＇当たりの市場価格 pは、その土

地の地域特性Xの従属変数、かつ使用容積率hとは

独立であるとき、 vをld当たりの地価とすると、

土地 1ぱ当たりのディベロッパーの利潤πは次のよ

うになる。

π＝ p(X)h -c(h)-v (5) 

完全競争の下では利潤は Oになるので、市場均衡で

は、

V二 p(X)h c(h) (6) 

となる。このとき、容積率の限界価値は、

Vh =p(X) c'(h) (7) 

となるので、利潤最大化を図るディベロッパーは、

容積率規制がbindingでないかぎり、利潤最大化の

1階条件vh(X,h＊）ニOとなるrを選択する。つま

り、 Vh>Oとなるということは、容積率規制が bind-



ingであることを示しており、この Vhこそが容積

率規制による制約の大きさの尺度になっている。

一方、資本と土地の技術的限界代替率は、

RTSニFL/FKニ［h・ c'(h) c(h)] / i (8) 

とhの関数として表されるので1）、（6）式、（7）式から

求めた c(h）、 c'(h）を（8）式に代入し、整理すると、

vh=(v-i・RTS)/h (9) 

が得られる。これは、容積率の限界価値、すなわち

規制による制約の大きさの尺度である Vhは、地価

vと使用容積率hから求めることができることを意

味している。また同時に、容積率規制がbindingで

はないときは、 vhニ Oとなるので、地価vはhのみ

の関数として表されることも意味している。すなわ

ち、このとき地域属性はすべて使用容積率hに体化

されているのである。

次に、（9）式を実証分析に耐えるモデルにするため

に、 i=lと正規化し、コプ＝ダグラス型の生産関

数F(K,L）＝αKλL＇λを仮定する21。 zを容積率100

%当たりの地価とすると、（9）式は、

z=(RTS/h)/(1-vh/z) 

where zニι
と変型できる。両辺を対数化し、

ln(z) = ln(RTS/h）一ln(l vh/ z) 

とし、 Vh/Zは十分に小さく、 ln(l-vh/ z）ど Vh/Z 

とみなすと、（12）式3）のように簡単化できる。

ln(z)=a十b・ln(h）十vh/z (12) 

次節の実証分析においては、どのような地域属性

が地方政府の容積率規制のインセンティヴとなるの

かを検証する。そのために、容積率規制の制約の大

きさを表す vh/zをVh/z二 y・X＋εのように土地属

性Xの線形関数と誤差項εからなる誘導型で表し、

次式を推定する。

ln(z)=a+b・ln(h)+y・X十E (13) 

推定の結果 yが正であれば、容積率規制による制

約の大きさを表す VhはXの増加関数であるという

ことなので、その地域属性Xは容積率規制を強化す

るインセンティヴになっていることを示している。

3上海地区における地方政府と容積率規制

前節で説明した手法を用いて、上海地区において

市政府と区政府の土地利用に関する利害が容積率規

制にどのように影響を与えているのかを検証する。

中国では、土地は基本的には地方政府によって所

有されているが、 1990年代の初めから再開発を目的

とする私営企業への土地の長期リースが認められる

ようになり（住居用には75年、非住居用には50年）、

とりわけ上海地区では海外資本による再開発事業が

活発化した。上海では、行政上の権限と財政は、市

政府とその下位にある区政府にそれぞれ分与されて

いる。容積率の認可権限については、基本的には市

政府が持つが、区政府も、本来市が行なうインフラ

整備の役割を引き受けることなどで指定容積率の決

定に影響力を持っている。また、土地のリース収入

の市政府と区政府の配分は15%対85%と定められて

し〉る。

ここで重要なのは、再開発による純便益は両政府

に均等に割り振られるわけではないという点である。

(10) 両政府ともリース料収入を最大化するために容積率

規制を緩和しようとするインセンティヴを持つが、

区政府は、事業税の増収や区内での集積の経済など

市政府にはない便益を享受することができるので、

正の便益は市政府よりも区政府のほうが大きい。

一方、費用面では、区政府は、再開発によって移

転される住宅や工場の補償費用を負担し、市政府は

再開発によって起こる混雑を改善するためのインフ

ラ投資を負担する。さらに、市政府の関心は市全体

に及ぶことから、ある再開発事業が他の地区のオフ

ィス需要に及ぼす影響や区の境界で起きる外部性を

内部化しようとするため、市政府は容積率規制につ

いて区政府よりも強いインセンティヴを持っている。

d
H
U
 

l
 
（
 

4実証分析

データ

分析の対象は、上海市内の中心10区において1992

年から93年の聞に、外資系ディベロツパーに再開発
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表 lー（13）式の推定結果

回帰式(1)回帰式（2)回帰式（3)

定数項 6.262 6.776 6.498 
(0.365) (0.239) (0.337) 

ln(h) 0.205 0.220 0.225 
(0.083) (0.073) (0.075) 

地域属性

I. CBDからの距離 -0 073 0.108 0.085 
(0. 037) (0.026) (0.035) 

II.商業・官公庁地域比 1.054 0.964 

率 (0.581) (0.586) 

III.工場・倉庫地域比率 一2.290 2. 772 -2.244 

(0.896) (0.691) (0.839) 

IV. IとIIIの相互効果項 0.400 0.512 0.433 
(0.165) (0.134) (0.157) 

v.再開発の20%を含む 0.084 -0.076 

円の半径 (0.013) (0.014) 

VI.人r-1密度 0.015 0.016 -0.014 

(0.005) (0.004) (0. 004) 

観測数 148 148 148 

R' 0.314 0.363 0.375 

注） （ ）内は標準誤差。

用にリースされた204筆の土地のうち、 48のsub-

district別の土地利用統計と人口統計がカバーして

いる148筆である。それぞれの敷地について、立地、

リース料、敷地面積、使用容積率が判明している。

推定式の特定化

(13）式における土地属性の変数選択においては、容

積率の決定において地方政府の利害をうまくとらえ

る地域属性を示す指標を用いた。そのために以下の

3つの仮定を設けた。

①混雑が問題化するような地区では、市政府の利

害を反映して、容積率規制はより強化され、開発を

制約する。

②再開発に伴い多額の移転補償金を要する地区で

は、区政府は、移転補償金を賄うだけのリース料を

得るために、容積率を緩和するように市政府に働き

かける。その結果、容積率は高めに設定され、開発

の制約とはならない。

③既存の土地利用が非効率的である地区では、土

地利用の変更を促すために、区政府と市政府の両方
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が容積率を緩和し、再開発の投資環境を整えようと

する。このため、容積率規制は開発の制約とはなら

ない。

①の検証に際しては、混雑の発生確率と程度は、

地域内の商業・官公庁地域の割合が高く、再開発プ

ロジェクトが集積しているほど大きくなると考え、

sub-district内の商業・官公庁地域比率と再開発事

業サンプルの20%が含まれるような円の半径を変数

として採用した。もし、混雑問題によって容積率が

制約的に設定されるとしたら、商業・官公庁地域比

率の係数は正に、円の半径の係数は負になるはずで

ある。

②の移転補償金については、移転補償金の総額は

住宅数に比例すると考え、 sub-districtごとの居住

地区の人口密度を変数に用いた。もし、移転補償金

の高額化が容積率を緩和させるという仮定が正しけ

れば、人口密度の係数は負になるはずである。

③の土地利用の効率化については、 sub-district

における工場・倉庫地域比率、 CBDへの距離、そ

して、それらの相互効果項の 3指標を変数として採

用した。 CBD地区に近いほど工場・倉庫地域比率

の高い地区で容積率規制による制約は小さくなるが、

CBD地区からある程度離れると、工場・倉庫地域

比率は容積率緩和の要因にはならないと予測する。

この仮定が正しければ、工場・倉庫地域比率の係数

は負に、相互効果項の係数は正になる。

推定結果

容積率100%当たりの地価を従属変数とし、容積

率規制による制約の尺度 Vh/zを表わす線形の誘導

型 r・Xを含む(13）式を推定し、表 1に表した。推定

パラメータが正であれば、説明変数は容積率規制を

強化するインセンティヴをもつことを示している。

なお、（13）式は左辺に地価を、右辺に地域属性をとっ

ているが、この式は地価関数ではないことに留意し

たい。繰り返しになるが、（9）式から地域属性の項は

容積率規制がbindingのとき（すなわち Vh>Oのと

き）以外は、地価に影響を与えないからである。



推定結果は、政府のインセンティヴと容積率制約

に関する仮説とおおむね整合的であった。たとえば、

回帰式（1）の結果を見ると、①の混雑については、商

業・官公庁地域比率は正であり、統計的にも有意で

ある。したがって、混雑の発生しそうな地区では、

指定容積率を意図的に下げるために、制約が大きく

なっている。②の住宅の移転補償については、人口

密度の係数は負で統計上も有意であることから、人

口密度が高く移転補償金が大きくなりそうな地区で

は、容積率は制約にならないように設定されている

ことが示唆された。③の土地利用の効率化について

は、 CBDから5.7km以内の地区では、工場・倉庫

地域比率が高く非効率的な土地利用の地区では容積

率は制約とはならないが、さらに中心部から離れる

と、相互効果項が大きくなり容積率は bindingとな

る。したがって、土地利用が非効率的である CBD

では、再開発を促すために容積率制約は緩和される

という仮説が支持された。

回帰式（2）、回帰式（3）において、これらの結果の頑

健性を検証するために、再開発の集積度を表す変数

を入れて推定した。推定ノfラメータは負であり、直

近20%の再開発地区を含む円の半径が大きいほど、

つまり、再開発が分散しているほど容積率は制約的

でなくなり、①の仮説が正しいことが確認された。

おわりに

本稿では、 Fuand Somerville論文から容積率規

制による制約の大きさの尺度を導き、さらに、容積

率規制がbindingでなければ、観察される使用容積

率だけで地価を説明することを示した。また、上海

地区において、市政府と区政府の利害が容積率規制

にどのように影響を与えるかについての実証分析を

紹介した。その結果、混雑への懸念が容積率規制を

強化していること、高額の移転補償と非効率的な既

存の土地利用は容積率規制を緩和し、規制による開

発制約を小さくしていること、などがわかった。た

だし、上海のように急速な発展を遂げている地域で

は、使用容積率が最適化されていない一因として、

都市構造が調整過程にあることも考えられるが、

Fu and Somerville論文ではすべて容積率制限に起

因しているとしている点には留意が必要と思われる。

今後については、集積の経済や混雑の社会的費用

に関する研究も進んでいるので、現行の容積率規制

の規制値が個々の土地ではなく、社会全体にとって

望ましい水準なのか否か、という視点での考察も早

晩可能になろう。

迂

1）オイラーの定理と（3）式から、

h=FK・S+ FL=F K・c(h)/i +FL 

を得るが、これを FKで除し、（4）式を代入すると、（8)

式が導かれる。

2）このとき、 RTSの関数型は、

RTS=((l-,l）川）（hiα）1
と特定化できる。

3）ただし、

/1-,l¥, 1 ,l 
a三 l一一一寸一 l D三一一丁一

' ,iαA I 八
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センターだより

⑨近刊のご案内

『新たな居住指標等検討調査J

定価3,200円（税込み）

本調査は、住宅・住環境などの

水準状況を客観的に判断するため

の居住指標づくりを目指し、住居

費、住宅単体（面積・性能）、住

環境などの側面から、住宅市場を

通じた消費者の適切な選択や社会

的要請への対応を実現するための

目標となる指標を検討した。

第 I章では、住宅建設五箇年計

画における居住水準・住環境水準

設定の経緯と基本的な考え方を整

理するとともに、海外4ヵ国の居

住指標についての文献調査を行な

った。

第 2章では、居住水準・住環境

水準の役割について概説した。

第 3章では、持ち家の住居費の

傾向を把握するとともに、民営借

家に居住する勤労者世帯の消費実

態をもとに「住居費負担率jの試

編集後記

今年で設立25年目を迎えた当セン

ターに評議員制度が導入されたのは

1982年のことです。その時から今日

まで、当センターの活動を大所高所

からご指導くださった安藤太郎氏、

大津留温氏、志村清一氏が、本年5

月末をもって評議員を退任されまし

た。先般の評議員会・理事会の席上、

これらの方々に対し理事長より感謝

の言葉がのべられるのを傾聴しなが

ら、改めて時の流れを実感いたしま

した。

センター設立の事情を知る方々が
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算を行なった。

第 4章では、目標となる住宅の

面積を「居住面積J（居住する人

数に対応した面積）と「住宅面

積J（長期にわたる良質なストッ

クとして備えるべき面積）に区分

し、それぞれの面積を設定した。

第 5章では、住宅性能の評価構

造を明らかにするため、性能体系

を9項目に分類・整理し、そこか

ら住宅性能として重視される 5項

日を取り上げ、これに基づいて住

宅性能水準を構成することを提案

した。

第 6章では、「安全性」「保健

性」「利便性」「快適性Jに、新た

に「持続性jという社会的な概念

を付加して、住環境指標項目の抽

出、検証を行なった。

第 7章では、住居費負担指標、

居住指標、住環境指標それぞれの

課題と、指標の水準化の課題をあ

げた。

少なくなるとともに、「財団は、・

ただ設立者の意思によって与えられ

た、固定した目的と組織の下に、恒

常不変の存在を持続しうるだけであ

る。J（我妻 I [140］）という言葉の

重みをいっそう強く感じます。

設立者の意思に忠実で、あるかどう

か絶えず反省しながら、初心を忘れ

ず、時流に流されず、センターの目

的である住宅宅地に関する調査研究

と諸制度の改善のために活動を行な

いたいと思います。 (M) 

⑨お知らせ

平成14年 5月21日午前11時より、

（財）日本住宅総合センターの評議

員会および理事会が開催され、平

成13年度事業報告および収支決算

の承認、平成14年度事業計画およ

び収支予算の決定がなされました。

また、評議員および役員の改選が

行なわれました。

［評議員】（50音順）

安警哲郎、伊藤滋、岩瀬義郎

救仁郷斉、河野正三、坂下昇

高木丈太郎、高城申一郎、高橋進

田中順一郎、豊蔵一、藤原良一

星野進保、山口信夫、渡遺尚

［役員】

理事長宮繁護
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